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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等
 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 

決算年月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 

売上高 (千円) 31,490,603 35,449,766 23,739,691 21,235,113 21,790,037 

経常利益 (千円) 444,031 625,593 594,700 243,967 498,262 

親会社株主に帰属する当期

純利益 
(千円) 397,405 407,828 315,023 46,558 149,143 

包括利益 (千円) 397,405 407,828 315,023 46,558 149,143 

純資産額 (千円) 3,718,163 3,539,284 3,713,401 3,721,434 3,833,986 

総資産額 (千円) 10,453,958 7,914,205 7,981,015 8,775,926 9,333,315 

１株当たり純資産額 (円) 1,113.66 1,224.10 1,313.87 1,315.34 1,353.11 

１株当たり当期純利益 (円) 125.63 137.79 110.64 16.47 52.77 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 35.6 44.7 46.5 42.4 41.0 

自己資本利益率 (％) 11.9 11.2 8.7 1.3 4.0 

株価収益率 (倍) 9.2 10.0 13.8 98.6 31.9 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) 454,646 1,411,117 1,060,985 △217,310 688,092 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) △325,479 752,455 △581,785 △1,472,356 △323,473 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) △337,109 △1,819,357 △289,184 1,027,724 42,208 

現金及び現金同等物の期末

残高 
(千円) 1,844,803 2,189,019 2,379,033 1,717,091 2,123,918 

従業員数 
(名) 

101 137 190 256 261 

〔外、平均臨時雇用者数〕 〔53〕 〔31〕 〔24〕 〔42〕 〔45〕 

 （注)  １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 
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(2) 提出会社の経営指標等
 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期 

決算年月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 

売上高 (千円) 6,131,483 6,354,983 6,371,479 6,177,144 6,051,428 

経常利益又は経常損失(△) (千円) 134,588 53,034 △32,108 △79,180 195,842 

当期純利益又は当期純損失

(△) 
(千円) 107,141 32,065 △38,271 △101,492 193,809 

資本金 (千円) 728,734 728,734 728,734 728,734 728,734 

発行済株式総数 (株) 3,481,200 3,481,200 3,481,200 3,481,200 3,481,200 

純資産額 (千円) 2,428,098 1,873,243 1,694,065 1,554,046 1,711,264 

総資産額 (千円) 5,419,501 4,741,686 5,111,830 5,894,440 6,120,427 

１株当たり純資産額 (円) 727.26 647.88 599.39 548.48 602.05 

１株当たり配当額 (円) 15 15 15 15 15 

(内、１株当たり

中間配当額) 
(円) (－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失(△) 
(円) 33.87 10.83 △13.44 △35.91 68.57 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 44.8 39.5 33.1 26.3 27.8 

自己資本利益率 (％) 4.9 1.5 △2.1 △6.3 11.9 

株価収益率 (倍) 34.1 126.9 － － 24.5 

配当性向 (％) 44.3 138.5 － － 21.9 

従業員数 
(名) 

14 24 33 50 48 

〔外、平均臨時雇用者数〕 〔2〕 〔2〕 〔2〕 〔0〕 〔3〕 

株主総利回り (％) 102.6 123.2 137.8 147.8 154.2 

（比較指標：TOPIX配当込

み（東証株価指数）） 
(％) (130.7) (116.5) (133.7) (154.9) (147.1) 

最高株価 (円) 1,533 1,519 1,681 1,670 1,772 

最低株価 (円) 970 980 1,315 1,304 1,521 

 （注） １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 第20期及び第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株

当たり当期純損失であるため記載しておりません。また、第18期、第19期及び第22期の潜在株式調整後１

株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

３ 第20期及び第21期の株価収益率及び配当性向は、当期純損失を計上したため、記載しておりません。

４ 最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
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２【沿革】

 当社は、代表取締役社長吉岡伸一郎がセールスプロモーションを目的として設立(1994年11月 本社：東京都渋谷

区渋谷)した株式会社プラスアルファが営んでいたモバイルビジネス部門(1996年８月に設置)を分離独立させ、1997

年10月に設立されております。

1997年10月 東京都渋谷区渋谷において㈱アルファインターナショナル(現：アルファグループ㈱)を設立し

(資本金10,000千円)、モバイルビジネス部門を独立させる

1998年２月 ㈱プラスアルファにスタッフサービス部門を設置

1999年２月 当社にネットビジネス部門を設置

1999年６月 当社が㈱プラスアルファの株式を取得し、100％子会社化する

2001年１月 ㈱アルファインターナショナルをアルファグループ㈱に商号変更

㈱プラスアルファのセールスプロモーション部門を当社に営業譲渡

2001年９月 当社にカウネット部門を設置

2002年４月 セールスプロモーション部門とネットビジネス部門を統合し、プロモーションデザイン部門を設

置

2004年４月 日本証券業協会へ店頭登録銘柄として登録

2004年９月 アルファテクノロジー㈱を設立（連結子会社）

2004年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場

2005年２月 ㈱プラスアルファより、カウネット代理店事業を会社分割し、㈱アルファライズを設立（連結子

会社）

2005年３月 ㈱アルファライズは、カウネットの代理店４社から営業譲受けを実施

2005年６月 アルファインターナショナル㈱設立（連結子会社）

  ａｕ一次代理店事業を新規に開始

  アルファソリューションズ㈱設立（連結子会社）

2005年10月 カウネット部門のエリアエージェント業を除く、全ての事業部門を子会社化

持株会社体制へ移行

2006年３月 ㈱アルファライズは、World Link Discount Telecommunications, Inc.の営業譲受けを実施

  ㈱アルファライズは、カウネットの代理店１社から営業譲受けを実施

2006年４月 アルファイット㈱設立（連結子会社）

2006年９月 アルファインターナショナル㈱が、㈱エムティーアイより移動体通信部門を会社分割させ設立し

た、アルファテレコム㈱の発行済株式を100％取得し子会社化する

2007年４月 ㈱Ａ・Ｒ・Ｍ設立（連結子会社）

2008年８月 連結子会社である㈱プラスアルファの発行済株式100％を同社の取締役３名に譲渡

2009年１月 ㈱アルファライズは、カウネットの代理店１社から事業譲受けを実施

2009年３月 連結子会社であるアルファソリューションズ㈱の発行済株式100％を同社の取締役１名に譲渡

2009年３月 ㈱アルファライズは、格安国際電話サービス「ワールドリンク」の通信サービス事業を㈱テレコ

ムスクエアへ事業譲渡

2010年３月 連結子会社である㈱Ａ・Ｒ・Ｍの発行済株式100％を同社の取締役１名に譲渡

2010年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（現 東

京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場

2010年６月 アルファインターナショナル㈱は、携帯電話向け公式コンテンツの会員登録促進を目的とするリ

アルアフィリエイト事業を㈱ベストクリエイトへ事業譲渡

2011年２月 連結子会社であるアルファテクノロジー㈱の発行済株式の当社保有分51％を同社及びＡＴホール

ディング㈱に譲渡

2011年４月 ㈱ドクターアイ・エイ・シー設立（連結子会社）（後にアルファディスカーレ㈱へ商号変更）

2013年４月 アルファチーラー㈱設立（連結子会社）（後に㈱インチャージへ商号変更）

2014年７月 連結子会社であるアルファディスカーレ㈱の発行済株式100％を同社の取締役１名に譲渡

2015年４月 連結子会社であるアルファイット㈱の発行済株式100％を同社の取締役１名に譲渡

2018年12月 アルファエネシア㈱設立（連結子会社）
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３【事業の内容】

 当社グループは、代理店ビジネスを核に、事業体を代理店モデル化し、市場開拓・テストマーケティングからセー

ルスまで、「営業商社」として商材（市場）を短期間に拡販するワンストップセールスを提供しております。

 

(1) 当社グループの事業内容

当社グループは、当社及び連結子会社４社（株式会社アルファライズ、アルファインターナショナル株式会社、

株式会社インチャージ、アルファエネシア株式会社）により構成されております。事業内容としましては、メーカ

ーまたは商社（モバイル事業におけるＫＤＤＩ株式会社、オフィスサプライ事業における株式会社カウネット等が

該当）、及び当社グループ代理店・法人顧客等の双方に対し総合的な支援を行っております。

 

セグメントの名称 主要な会社

モバイル事業 アルファインターナショナル㈱、㈱インチャージ

オフィスサプライ事業 当社、㈱アルファライズ

環境商材事業 当社、㈱アルファライズ、アルファエネシア㈱（注１）

 

当社グループの具体的な事業内容は、モバイル事業（ＮＴＴドコモ、ソフトバンク、楽天モバイルの移動体通信

端末の二次代理店事業、ａｕ一次代理店事業）、オフィスサプライ事業（株式会社カウネットのエリアエージェン

ト事業（注２）およびエージェント事業（注３））、環境商材事業（ウォーターサーバー事業の販売代理店、ソー

ラーパネルを活用した太陽光発電事業、ＬＥＤ照明機器の販売・レンタル）を展開しております。

（注）１ 2018年12月３日付けで株式会社インチャージを新設分割し、太陽光発電事業等に関わる権利義務の一切

を承継させたアルファエネシア株式会社を新たに設立いたしました。

（注）２ 株式会社カウネットと委託販売契約を締結した代理店をエリアエージェントと呼んでおります。エリア

エージェントは、登録顧客の開拓と管理を行うエージェントとしてオフィス用品のユーザーとなる法人

顧客の拡大営業を行うと同時に、法人顧客を開拓するエージェントを開拓および管理する一次代理店の

機能を果たすことを株式会社カウネットに委託されております。 

（注）３ 株式会社カウネット所定のエージェント登録手続きを完了した販売店をエージェントと呼んでおりま

す。エージェントは、株式会社カウネットの登録法人顧客の開拓および管理等を行う販売店でありま

す。
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(2) 各事業の説明 

(a) モバイル事業 

 モバイル事業におきましては、主軸である携帯電話端末販売の代理店事業、およびスマートフォンアクセサリ

ー専門ショップの運営事業の２つを展開しております。

 代理店事業では、高い全国シェアを占める関東圏を中心に代理店を展開し、移動体通信キャリア（注４）およ

び一次店と販売代理店双方への支援を行っております。

 当社の主な業務は、販売代理店の開拓、販売代理店の管理、販売代理店の販売支援、店舗物件の開拓、移動体

通信キャリア・一次代理店および販売代理店への情報提供等になります。これらの業務により、当社は販売代理

店の収益拡大に貢献するとともに、移動体通信キャリアおよび一次代理店の売上拡大・利益拡大に貢献し、ひい

ては当社の収益拡大を図っております。 

 

・一次代理店事業

 ａｕにおきましては移動体通信キャリアの一次代理店として、携帯電話の移動体通信サービスの加入者の獲

得、通信端末の販売、修理の受付や利用代金の受取など加入者の維持に係る事業を行っております。その事業

目的を遂行するため、キャリアショップを中心とした直営店、販売代理店（二次代理店）を使って販売してお

ります。収益形態としては、販売代理店（二次代理店）に対する機器販売価格と移動体通信キャリアからの受

取手数料（注５）を売上、移動体通信キャリアからの機器仕入価格を仕入、販売代理店（二次代理店）に対す

る支払手数料（注６）を売上原価としております。また一次代理店事業におきましては、自社在庫および二次

代理店での委託在庫が発生します。売れ筋端末確保のため、当社の戦略会議において、在庫数量を決定してお

ります。

 

（注）４ 移動体通信キャリアとは、自ら電気通信回線設備を設置して電気通信事業を行う第一種電気通信事

業者のうち、移動体通信端末等の移動体通信サービスを提供している株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤ

ＤＩ株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社等の事業者の総称であります。

（注）５ 受取手数料とは、当社が移動体通信キャリアに代わって移動体通信サービスへの加入契約の取次を

行うことにより、移動体通信キャリアから支払われる手数料であります。受取手数料には、販売台

数、支払対象期間、支払対象となるサービス業務の内容、通話料金に対する割合等に応じて支払わ

れる手数料（コミッション）等があります。移動体通信キャリアは、自社の方針や戦略によって、

当該手数料の金額、支払対象期間、支払対象となるサービスの内容等を随時変更しております。

（注）６ 支払手数料とは、当社の販売代理店が当社に代わって携帯電話端末の販売および移動体通信サービ

スへの加入契約の取次を行うことに対して、当社から支払われる手数料であります。支払手数料

も、受取手数料と同様の種類があり、当社は受取手数料の金額、支払対象期間、支払対象サービス

の内容等の変更状況に応じて、当社の方針や戦略を盛り込んで当該手数料の内容を決定しておりま

す。
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・二次代理店事業

 ＮＴＴドコモ、ソフトバンク及び楽天モバイルの移動体通信キャリアにおきましては、携帯電話端末の一次

代理店と代理店契約を締結し、移動体通信キャリアと契約する一次代理店の携帯電話端末を、当社が再委託契

約（あるいは業務委託契約）を締結した販売代理店等を使って販売しております。 

 ＮＴＴドコモの収益形態としては、一次代理店からの機器仕入価格と受取手数料（注７）の差額を仕入、販

売代理店への機器販売価格と支払手数料（注８）の差額を売上としております。当該収益形態の中では、当社

は卸売業者・二次代理店でありますが、これまでの事業展開の中で獲得してきたノウハウや多くの販売代理店

を組織していることによるメリットを、一次代理店と販売代理店の両者に提供しております。

 また、当社および販売代理店は、商品が委託在庫であるため、顧客が店舗において携帯電話端末を購入し、

当該端末に対して一次代理店が使用可能となる手続きを行った時点で販売が成立し、同時に仕入も成立するこ

とになります。したがって、当該部門では基本的に在庫を保有しておりません。

 その他ソフトバンクを含む移動体通信キャリアの収益形態としては、販売代理店に対する機器販売価格と一

次店からの受取手数料を売上、一次店からの機器仕入価格を仕入、販売代理店に対する支払手数料を売上原価

としております。在庫につきましては、自社在庫及び販売代理店での委託在庫が発生します。

 

（注）７ 受取手数料とは、当社が一次代理店に代わって移動体通信サービスへの加入契約の取次を行うこと

により、一次代理店から支払われる手数料であります。受取手数料には、移動体通信サービスへの

加入の取次を行ったことに対して支払われる手数料、一次代理店の定めた取次件数を上回る取次を

行ったことに対する手数料、一次代理店が定めた特定の端末を販売したことに対する手数料、加入

手続きの際に移動体通信キャリアの指定した特定の追加サービスに加入者が加入したことに対する

手数料等があります。一次代理店は、移動体通信キャリアおよび自社の方針や戦略によって、当該

手数料の金額、支払対象期間、支払対象となるサービスの内容等を随時変更しております。

（注）８ 支払手数料とは、当社の販売代理店が当社に代わって携帯電話端末の販売および移動体通信サービ

スへの加入契約の取次を行うことに対して、当社から支払われる手数料であります。支払手数料

も、受取手数料と同様の種類があり、当社は受取手数料の金額、支払対象期間、支払対象サービス

の内容等の変更状況に応じて、当社の方針や戦略を盛り込んで当該手数料の内容を決定しておりま

す。

・スマートフォンアクセサリー専門ショップの運営事業 

 一都三県の一定規模の集客を見込める複合商業施設を中心に、カバーケースをはじめとしたスマートフォン

アクセサリーの専門ショップ「ＳｍａＰｌａ」を展開しております。メーカーから既存の商品を仕入れるだけ

ではなく、著名なブランドと共同で開発した商品やオリジナルブランドの商品を開発するなど、量販店とは一

線を画した品揃えでの店舗運営に注力しております。 
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(b) オフィスサプライ事業

 オフィス文具通販の「カウネット」を提供しております。「カウネット」とは、コクヨ株式会社が100％出資

して2000年10月に設立した子会社である株式会社カウネットが構築したオフィス文具通販制度のことを言いま

す。当社は、2001年５月に株式会社カウネットとエリアエージェントとしての委託販売契約を締結し、2001年９

月よりカウネット部門を立ち上げております。カウネットの特徴は、最終顧客から24時間・365日体制で注文を

受付け、当日または翌日に配送するものであります。

 カウネットの販売組織は、株式会社カウネットの商品のユーザーとなる法人事業所顧客の開拓や管理を行うエ

ージェントおよび当該エージェントの開拓や管理を行うエリアエージェントがあります。エージェントはエリア

エージェントと委託販売契約を締結し、カウネットの登録顧客の開拓や管理を行っております。

 カウネット部門の売上高および仕入高の計上については、カウネットの登録顧客(オフィス用品の最終ユーザ

ー)がカウネットシステムによってオフィス用品等を注文した場合、当該顧客を顧客登録しているエージェント

については登録顧客へのカタログ価格での販売とエリアエージェントからのエージェント向仕切価格での仕入

が、当該顧客を登録しているエージェントと委託販売契約を締結しているエリアエージェントについてはエージ

ェントへのエージェント向仕切価格での販売と株式会社カウネットからのエリアエージェント向仕切価格での仕

入が発生したものと見なされます。商品の登録顧客への配送は株式会社カウネットが行い、登録顧客への請求書

の発行・送付は株式会社カウネットが収納代行を委託しているウェルネット株式会社（注９）が行っておりま

す。したがって、エージェントおよびエリアエージェントは在庫を保有しておりません。 

 エリアエージェントとしての当社の主な業務は、エージェントの開拓および開拓したエージェントの管理、指

導、育成、支援等により、エージェントの収益の最大化を図ることならびに株式会社カウネットの収益拡大、事

務負担の軽減、債権回収リスクの軽減に資することであると考えております。

 当社は、登録顧客の有効な獲得方法としてテレマーケティングを採用しております。これはカウネットがオフ

ィス用品の販売であり、登録顧客はカタログを見て注文し、各注文金額は高額にはなりにくく、顧客のメンテナ

ンスも大部分は株式会社カウネットが行うため、電話による登録顧客の獲得が効率的かつ十分性に欠けないもの

と判断しているからであります。

 なお、子会社の株式会社アルファライズが当社のエージェントとなっており、顧客獲得活動および獲得した顧

客の管理等を行っております。また、当社のエリアエージェント業務において、全エージェントの管理業務等を

委託しており、グループの収益拡大に寄与するとともに、当社の他エージェントへの営業ノウハウや情報の提供

に活用しております。

 カウネット事業のビジネスフローとエリアエージェントおよびエージェントの位置付けは以下のとおりであり

ます。
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（注）９ ウェルネット株式会社（JASDAQ：2428）は、カウネットにおける収納を代行しております。登録顧

客への請求書の送付、入金口座の指定、指定口座への入金確認、エージェントへの入金状況の連

絡、入金された販売代金のエージェントへの支払等は同社が行っております。ただし、未入金に対

する回収業務はエージェントが行っております。

 当社は、カウネットにおける収益基盤の拡大のためには、契約エージェントが、より多くの登録顧客を、可能

な限り短期間で獲得することが重要課題であると認識しております。また、そのためには、有力なエージェント

の短期間での確保・育成も同様に重要課題と認識しております。

 

(C) 環境商材事業 

 環境商材事業におきましては、ウォーターサーバーで使用するウォーターパックの販売、保有するソーラーパ

ークにおいて発電する電力の販売、ＬＥＤ照明機器の販売・レンタルという３つの商材の取り扱いを主軸に展開

しております。 

 ウォーターパックの販売では、当初は当社保有のコールセンターを活用して新規顧客の獲得に注力しておりま

したが、取り扱うウォーターパックの水源地域にて高い確率で地震の発生がある旨の発表があったことを受け、

獲得は取りやめております。一方で、好条件での打診を受けた折に投資として利用顧客の譲受を実施するなど、

最小限の費用で堅調に収益を確保しております。

 電力の販売におきましては、発電施設の接続申込みに対する電力会社の回答保留や接続検討期間の長期化、太

陽光発電に対する出力制御ルールの適用等、市場の先行き不透明な状況を鑑みて新たな投資は控えることとし、

現在は売電収入や転売した物件から生じる土地の賃料等の、安定収益の確保に注力しております。 

＜IPPスキーム＞ 

 

 

IPP：Independent Power Producerの略。独立系発電事業のこと。「卸電力事業」とも呼ばれる。 

EPC：エンジニアリング業界における、設計(Engineering)・調達(Procurement)・建設(Construction)の流れ

のこと。 

O&M：Operation and Ｍaintenanceの略。運用・管理、および整備・メンテナンスのこと。 

 

これら２つの商材においては、投資に対して最小限の費用で継続収益を確保するというビジネスモデルを確立し

ております。 
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 ＬＥＤ照明機器の販売・レンタルにおきましては、政府方針等により蛍光灯や白熱灯からの置き換えが加速し

ていくと考えられるＬＥＤ照明機器について、法人顧客を対象に導入提案を進めております。販売に加えて、導

入費用が高額化することが置き換えへの導入障壁になっている点を鑑みて、当社が購入し所有するＬＥＤ照明機

器を導入施設に設置し、月毎のレンタル料を対価として受領するというレンタル形式による展開に注力しており

ます。この手法により利用期間に応じたレンタル料金を確保しております。
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 事業の系統図は次のとおりであります。 
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の内容

議決権の所有
(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有
割合(％)

(連結子会社)            

㈱アルファライズ

(注)２(注)４
東京都渋谷区 90,000

オフィスサプライ

事業

環境商材事業

100 ―

オフィス用品の通信販

売事業

ウォーターパックの販

売

役員の兼務２名 

アルファインターナ

ショナル㈱

(注)２(注)４

東京都渋谷区 100,000 モバイル事業 100 ―
移動体通信端末の販売

役員の兼務３名 

㈱インチャージ

(注)２
東京都渋谷区 90,000 モバイル事業 100 ―

移動体通信端末の関連

商品の販売

資金援助あり

役員の兼務２名 

アルファエネシア㈱

(注)３
東京都渋谷区 10,000 環境商材事業 100 ―

メガソーラー発電事業 

資金援助あり

役員の兼務３名

 （注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２ 特定子会社であります。

３ 2018年12月３日付けで株式会社インチャージを新設分割し、太陽光発電事業等に関わる権利義務の一切を承

継させたアルファエネシア株式会社を新たに設立いたしました。

４ 株式会社アルファライズおよびアルファインターナショナル株式会社については、売上高（連結会社相互間

の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 

 

主要な損益情報等(2019年３月期)

  ㈱アルファライズ
アルファインター 
ナショナル㈱

①売上高 5,511,513千円 14,103,058千円

②経常利益 339,816千円 175,673千円

③当期純利益 223,226千円 15,513千円

④純資産額 836,967千円 2,262,957千円

⑤総資産額 2,024,471千円 3,200,839千円
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５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

  （2019年３月31日現在） 

セグメントの名称 従業員数(名) 

モバイル事業 205 （3） 

オフィスサプライ事業 7 （39） 

環境商材事業 22 （0） 

全社（共通） 27 （3） 

合計 261 （45） 

 （注）１ 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であります。

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の平均雇用人員であります。

３ 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

 

(2) 提出会社の状況

        （2019年３月31日現在） 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

48 （3） 37.2 5.9 4,583,313 

 

セグメントの名称 従業員数(名) 

環境商材事業 21 （0） 

全社（共通） 27 （3） 

合計 48 （3） 

 （注）１ 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、従業員

数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。

２ 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

３ 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(3) 労働組合の状況

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

(1) 会社の経営の基本方針

 当社グループは、「人に、よりよく」を企業理念とし、企業活動の基本方針として事業を行っております。

 これまでの当社グループの成長を支えてきたものは、事業機会の創出やマーケティング全般にわたるサポート、

そして販売実績の向上等を通じて培ってきた、販社及び販売代理店との信頼関係です。

 今後とも更なるご信頼をいただけるよう、新商材やサポート、ソリューションサービスを充実し、販社と代理店

双方の「ベストビジネスパートナー」を目指してパートナー企業と共に成長し続けるため、知恵と情熱を注ぎ続け

てまいります。

 

(2) 目標とする経営指標

 当社グループは、株主利益の増大を重視し、収益性と資本効率を高めることにより総合的に企業価値の最大化を

図るという観点から、売上高営業利益率及び連結ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）を重要な経営指標と定め、その

向上に努めることを中長期的な目標としております。 

 

(3) 経営環境

 当社グループの主要市場であるモバイル市場におきましては、携帯電話料金引き下げ等に関する一連の動向によ

り、過度な販売競争が沈静化しており、当社グループにおいても販売台数に影響が生じております。また、オフィ

スサプライ市場に関しても、各種通信販売のプラットフォームが充実し、顧客側にも選択肢が広がっていることな

どから、顧客獲得の競争はより厳しくなっていくことが予想されます。

 このように既存の主力事業は成熟段階に至っており、環境の変化に対応し安定的な収益基盤を維持すること、そ

してさらなる成長を遂げるために新たな事業領域を創造していくことが、当社の喫緊の課題となっております。

 

(4) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社の事業は継続収入の確保を基盤とするものであり、その基盤をより多く創造し、またより強固に成長させて

いくことが永続的な成長のための当社のミッションであると考えております。これを実現し、中長期的な成長力の

強化を目指すため、当社はグループの持株会社として以下の取り組みをサポートしてまいります。 

 

Ａ 代理店網の強化・拡充 

 当社グループの収益と成長力の源泉として各事業を大きく支えているのは代理店網であり、当社グループは販社

と代理店がよりスピーディーに販路拡大、収益拡大できるように販売スタッフの教育、経営ノウハウの提供、販

売・仕入情報等、さまざまな経営サポートを提供することで代理店網の基盤強化を進めてまいります。

 

Ｂ ストックコミッション収入の増大

 当社グループは、モバイル事業及びオフィスサプライ事業のように顧客獲得後、顧客の利用量に応じたストック

コミッション収入が得られる商品・サービスの販売に注力することで、安定的かつ継続的な利益の獲得を通じて

「継続的な利益成長」を目指してまいります。 

 

Ｃ 新商材の開発

 ストックコミッション収入を生み出すためには、その源泉となる商材を確保することが不可欠となります。経営

環境の変化に対応していくため、既存の収益基盤に満足することなく、常に新しい商材を開拓してまいります。 

 

Ｄ 経営効率の向上

 経営資源の集約によるバックオフィス業務の効率化や業務フローの改善を実施し、機会損失やロスを最小限に抑

えます。また、徹底したコスト管理とコーポレートガバナンスの充実、内部統制の整備により財務体質の健全化に

努めてまいります。

 

２【事業等のリスク】

 当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因については以下のものがあ

ります。

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものでありま

す。
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(1) モバイル事業の受取手数料について

 当社グループのモバイル事業は、移動体通信キャリアが提供する通信サービスの利用契約の取次ぎを行うことに

より、移動体通信キャリアまたは一次代理店より契約取次ぎの対価として手数料等を収受しております。受取手数

料の金額、支払対象期間、支払対象となるサービス業務の内容、通話料金に対する割合等の取引条件は時期によっ

て異なっており、移動体通信キャリアの事業方針等により変更される可能性があり、今後大幅な取引条件等の変更

が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 在庫について

 一次代理店事業および二次代理店事業の一部に関しては、在庫(倉庫および店舗委託在庫)の負担が発生すること

になり、販売戦略のため、売れ筋商品の在庫確保を大量に行った場合、管理費の増加を招き当社グループの業績に

多大な影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) 個人情報の管理について

 当社グループのモバイル事業は、個人情報について「個人情報保護に関する管理マニュアル」に基づいた取り組

みを行い、当該事業に係るサービス加入契約者の個人情報の漏洩防止に努めております。しかしながら、今後、何

らかの要因で当社グループから個人情報が漏洩した場合等には、当社グループの社会的評価に悪影響を及ぼすこと

になります。

 

(4) 特定の取引先への高い依存度について

 当社グループのオフィスサプライ事業は、株式会社カウネットのカウネットシステムを基盤として成り立ってお

ります。当社グループは、株式会社カウネットとカウネット委託販売基本契約を締結することで、エリアエージェ

ントの地位を確保しております。また、カウネットで取扱っている全ての商品は株式会社カウネットから供給され

ており、業務全体の流れは株式会社カウネットの作成したカウネット運用マニュアルに則って行われております。

 したがって、株式会社カウネットあるいは事業としてのカウネットが何らかの理由で継続しなくなった場合に

は、当該事業は継続することができず、当社グループ全体の業績も多大な影響を受ける可能性があります。また、

株式会社カウネットと当社グループの関係が何らかの理由によって悪化した場合、株式会社カウネットとの契約あ

るいはカウネット運用マニュアルの内容が変更された場合、株式会社カウネットの商品戦略や価格戦略が変更され

た場合等においても、当社グループの業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の業績等の概要

 当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」とい

う。）の状況の概要は次のとおりであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況

 当連結会計年度における我が国の経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続いている一

方で、通商問題の動向が世界経済に与える影響や金融資本市場の変動による影響が懸念される等、依然として先行

き不透明な状況で推移いたしました。

 このような経済情勢の中、当社グループは第22期を「新たな収益基盤を構築する期」と位置づけ、新たな取り組

みであったスマートフォンアクセサリー専門ショップの運営やＬＥＤ照明機器の販売・レンタルについて、収益へ

貢献できるよう強固な事業へと育て上げ、これまでの投資に対するリターンを着実に回収できるよう努めると共

に、また、既存の主力事業においても、新規商材の開拓に取り組むなど積極的な事業展開を進めてまいりました。

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高217億90百万円（前年同期比2.6%増）、営業利益３億40百万円（前

年同期比80.2%増）、経常利益４億98百万円（前年同期比104.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益１億49百

万円（前年同期比220.3%増）となりました。 

 

 セグメントの業績は次のとおりであります。

 

Ａ モバイル事業

 モバイル事業におきましては、スマートフォン販売の適正化に向けた取り組みの促進及び新たな通信事業者参入

の発表、また通信事業者による新料金プランの提供に加え、この数年でのＭＶＮＯ（仮想移動体通信事業者）端末

の普及によりユーザーの通信端末利用環境がより多様化していることなどから、市場において新たなサービス競争

が展開されております。

 このような事業環境の変化に対応するため、既存の携帯電話販売においてはこれまでの首都圏から出店範囲を拡

大したり、ＭＶＮＯ専売ショップの出店を進めていくなど、新たな販売網の確立に努めました。また、スマートフ
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ォンアクセサリー専門ショップにつきましては、投資の結果として一定規模の販売網が確立されたことから、より

質の高いサービスの提供を目指すと共に当社グループを支える新たな柱としての基盤固めに取り組み、収益貢献が

期待できる体制が整いました。 

 この結果、売上高は149億50百万円（前年同期比4.9%増）、営業利益１億81百万円（前年同期は営業損失69百万

円）となりました。 

 

Ｂ オフィスサプライ事業 

 オフィスサプライ事業におきましては、オフィス用品を主対象とする通信販売事業者のみならず、大手通信販売

事業者も参入してきたことにより、市場は新たな局面を迎えております。 

 このような中でも当社を支える堅調な収益基盤を維持すべく、二拠点体制となった当社保有のコールセンターの

活用により「カウネット」の新規顧客獲得と既存登録顧客への継続利用の促進を行うなどの取り組みに注力してま

いりました。また、グループ内でのシナジーを図って、環境商材事業における新規顧客獲得などにも取り組みまし

た。 

 この結果、売上高は61億53百万円（前年同期比3.2%減）、営業利益２億45百万円（前年同期比8.7%増）となりま

した。

 

Ｃ 環境商材事業 

 環境商材事業におきましては、ＬＥＤ照明機器の販売・レンタルを主軸に、ウォーターサーバーで使用するウォ

ーターパックの販売、保有ソーラーパークを活用した太陽光発電、電力の小売などを展開しております。 

 ＬＥＤ照明機器の販売・レンタルにおきましては、将来収益の確保のため、契約時点において費用が発生するこ

とになるレンタルというスキームを特に積極的に推し進め、様々な業種の法人顧客に対して導入の提案を行ってお

ります。 

 ウォーターパックの販売では、新規の利用顧客の獲得といった活動は行っていないものの、既存顧客の継続的な

購入により、堅調に収益を確保しております。また、太陽光発電におきましても、新たな投資を控えて売電収入の

確保に注力しております。これら２つの商材においては、投資に対して最小限の費用で継続収益を確保するという

ビジネスモデルを確立しております。 

 一般家庭や商店などを対象とする低圧区分まで電力自由化の動きが広がり、小売が完全に自由化されたことを受

けて、2018年７月より当社グループにおきましても「アルファ電力」の提供を開始し、特に低圧で受電する法人顧

客をターゲットに営業活動を展開しております。 

 この結果、売上高は７億２百万円（前年同期比9.4%増）、営業損失85百万円（前年同期は営業利益32百万円）と

なりました。

 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により６億88百万円増加し、投資活動により

３億23百万円減少し、財務活動により42百万円増加しました。その結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末

より４億６百万円の増加となり、当連結会計年度末残高は21億23百万円（前年同期比23.7%増）となりました。

 

［営業活動によるキャッシュ・フロー］

 営業活動の結果得た資金は、６億88百万円（前年同期は２億17百万円の使用）となりました。これは、減価償却

費の計上額４億８百万円、税金等調整前当期純利益３億78百万円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加額２億50

百万円、法人税等の支払額２億15百万円等の減少要因があったことによるものであります。

 

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

 投資活動の結果使用した資金は、３億23百万円（前年同期は14億72百万円の使用）となりました。これは、貸付

金の回収による収入７億60百万円等の増加要因に対し、貸付けによる支出７億24百万円、有形固定資産の取得によ

る支出２億37百万円、事業譲受による支出１億６百万円等の減少要因があったことによるものであります。

 

［財務活動によるキャッシュ・フロー］

 財務活動の結果得た資金は、42百万円（前年同期は10億27百万円の獲得）となりました。これは、長期借入れに

よる収入６億80百万円、短期借入金の純増額１億円の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出６億95百万

円、配当金の支払額42百万円の減少要因があったことによるものであります。
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③ 仕入及び販売の実績 

 Ａ 仕入実績

 当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

モバイル事業 8,456,088 100.8

オフィスサプライ事業 5,136,475 96.7

環境商材事業 331,359 89.2

合計 13,923,922 98.9

 （注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 Ｂ 販売実績 

 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

モバイル事業 14,949,775 104.9

オフィスサプライ事業 6,141,378 96.8

環境商材事業 698,883 108.9

合計 21,790,037 102.6

 （注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 前連結会計年度および当連結会計年度における主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に

対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ＫＤＤＩ株式会社 3,199,741 15.0 3,220,095 14.8

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 

 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

 

① 重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されており

ます。この連結財務諸表の作成に当たりまして採用している重要な会計方針は「第５ 経理の状況 １ 連結財務

諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであり

ます。連結財務諸表の作成においては、過去の実績やその時点で合理的と考えられる情報に基づき、会計上の見積

りを行っておりますが、見積りには不確実性が伴い、実際の結果は異なる場合があります。

 

- 16 -



② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 

Ａ 経営成績等の分析・検討

 「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1）経営成

績等の業績等の概要」に記載のとおり、当連結会計年度における当社グループの業績は売上及び各段階利益のいず

れにおいても、前年を上回っております。

 当社においては数期にわたり目先の利益よりも将来への投資を重要視し、特にスマートフォンアクセサリー専門

ショップの運営とＬＥＤ照明機器の販売・レンタルの事業化に注力してまいりました。その結果、スマートフォン

アクセサリー専門ショップに関しましては、一定の収益が確保できる態勢が構築され、また既存事業においても計

画以上に推移したため、前記の結果となりました。また、ＬＥＤ照明機器の販売・レンタルに関しましては、現時

点では契約時に費用が発生する一方で利益はレンタル期間に応じて分割して計上されるレンタル契約の展開を特に

推し進めているため安定的に収益が見込める段階には至っておりませんが、成熟段階を迎えた既存事業に続く新た

な柱に育てるべく注力してまいりました。

 投資が実を結び始め、増収増益という結果に繋がりましたが、これに甘んじることなく引き続き安定的な収益基

盤の確保と新商材の開拓に努めてまいります。

 

財政状態については、以下のとおりであります。 

（流動資産）

流動資産の増加（前連結会計年度末比５億３百万円増）は、現金及び預金が４億６百万円、商品が78百万円、短

期貸付金が78百万円増加し、未収入金が67百万円減少したことが主たる要因であります。

 

（固定資産）

 固定資産の増加（前連結会計年度末比53百万円増）は、貸倒引当金の取崩し１億80百万円、工具、器具及び備品

が98百万円増加し、長期貸付金が１億15百万円、顧客関連資産が90百万円減少したことが主たる要因であります。

 

（流動負債）

 流動負債の増加（前連結会計年度末比４億35百万円増）は、未払法人税等が１億７百万円、１年内返済予定の長

期借入金が１億２百万円、短期借入金が１億円増加したことが主たる要因であります。

 

（固定負債）

 固定負債の増加（前連結会計年度末比９百万円増）は、工事負担引当金が１億35百万円増加し、長期借入金が１

億17百万円減少したことが主たる要因であります。

 

（純資産）

 純資産合計は、38億33百万円（前連結会計年度末比１億12百万円増）となりました。主な増加要因は、親会社株

主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が１億49百万円増加し、配当金の支払により利益剰余金が42百万

円減少したことが主たる要因であります。

 

Ｂ 経営成績に重要な影響を与える要因の分析・検討 

 「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。特に、現在の当社を支える主力事業の

モバイル事業及びオフィスサプライ事業においては、いずれも携帯電話端末のキャリアの代理店、カウネットの代

理店という立場で運営するものであり、その商材の提供元に業績が大きく左右されうるという側面を有しておりま

す。

 そのため、当社グループでは短期的には厳しい業績が見込まれるとしても、将来の成長のため、これまでの継続

収益とは異なる新たな収益基盤の確保に注力しております。これら活動により、次年度以降の増益が期待できる事

業環境が育ちつつあると考えております。

 

Ｃ 資本の財源及び資金の流動性の分析・検討 

 当社グループの資金需要といたしましては、運転資金としては携帯電話端末やレンタル・販売対象であるＬＥＤ

照明機器等の商品・在庫の仕入など、設備投資資金としては店舗の出店費用などがございますが、これらは借入金

や自己資金により充当しております。

 当社グループでは、現在及び将来の事業活動のために適切な水準の流動性維持及び効率的な資金の確保を最優先

事項とし、これに従い、営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めると共に、自己資金や必要に応じて借入

金も活用し、価値があると判断した場合には積極的な投資活動にも注力することとしております。
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 当連結会計年度におきましては、市況を鑑みて既存の事業活動の遂行に加えて、新たな収益基盤の確保のため、

新商材の展開等のため投資活動も進めてまいりました。当社グループの現状を踏まえて、効果的に資金を運用でき

ていると考えております。

 

Ｄ セグメントごとの分析・検討

(a) モバイル事業

 モバイル事業におきましては、当社グループを支える主力事業ではあるものの、事業自体が成熟段階に達してい

ることにより、急激な成長が見込めるものではございません。そのような中で新たな一歩に繋がる施策として、出

店範囲の拡大やＭＶＮＯ端末の取り扱い強化、またスマートフォンアクセサリー専門ショップへの積極的な投資な

ど、従来の収益構造にも影響する取り組みに注力してまいりました。

 その結果として、当連結会計年度においては一定の収益を確保できる体制となりました。

(b) オフィスサプライ事業

 オフィス文具通販市場におきましては、従来の競合他社に加えて大手インターネット通販事業者の参入があるな

ど、顧客側の選択肢が多様化し、より厳しい環境となっていくことが見込まれます。

 「カウネット」は当社を支える主力事業の１つであり、その顧客獲得及び継続利用の促進をより効率的に行うた

め、2018年３月期において増設し２拠点体制となったコールセンターを活用し、堅調な収益確保に引き続き努めて

まいります。

(c) 環境商材事業

 本事業においては、蛍光灯からの置き換えが進んでいるＬＥＤ照明機器の販売・レンタルを、数期にわたり主力

商材として積極的に展開しております。置き換えへの障壁となる初期導入費用の高額化に対して、レンタルという

形式は優位性が高く、着実に当社提供の照明機器の設置先施設は増加しております。契約時点に費用が一括で計上

される一方で利益がレンタル期間に応じて分割して計上されることになるため、本商材のみではまだ利益に繋げる

ことはできておりませんが、今後の成長に繋がる積極的な事業活動を引き続き進めてまいります。

 また、従来から進めておりましたウォーターパックの販売、ソーラーパークにおける売電につきましては、それ

ぞれ市況を鑑みて積極的な展開は実施していないものの、投資に対して最小限の費用で継続収益を確保するという

ビジネスモデルを確立し、一定の収益貢献が見込めるものとなっております。また、電力小売の完全自由化を受

け、2018年７月より小売電力事業者として「アルファ電力」の提供を開始し、当社顧客網を活用して営業活動を展

開しております。 

 

Ｅ 経営指標の達成状況に関する分析・検討

 当社グループにおいては株主利益の増大を重視していることから、「収益性」「資本効率」の双方を高める為

に、売上高営業利益率及び連結ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）を重要な経営指標として位置づけております。そ

のような中、当該経営指標を高める強固な基盤を作り出す為に、昨今においては「安定した継続性」の構築を第一

義とし、「ＳＴＯＣＫ」型の収益構造の構築を進め、売上高営業利益率を５％、連結ＲＯＥ（株主資本当期純利益

率）を10％を中長期における目標と定めております。

 当連結会計年度における目標の達成状況といたしましては、売上高営業利益率は1.56％、連結ＲＯＥ（株主資本

当期純利益率）は3.89％となっております。前述の数値に届くものではありませんが、これは安定した収益基盤で

あるモバイル事業における携帯電話端末販売、オフィスサプライ事業に次ぐ新たな収益事業の柱を構築すべく、モ

バイル事業におけるスマートフォンアクセサリーの専門ショップの運営、環境商材事業におけるＬＥＤ照明機器の

販売・レンタルへの投資に注力した結果だと認識しております。次期においては、これらの新規取り組みへの投資

が実を結び収益への貢献が期待できるものの、一方で設備投資を予定していることなどにより、売上高営業利益率

は1.40％、連結ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）は5.20％となることを見込んでおります。引き続き、これら数値

目標の達成に注力してまいります。 

 

４【経営上の重要な契約等】

 当連結会計年度において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

５【研究開発活動】

 特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当連結会計年度の当社グループの設備投資は総額468,728千円であります。セグメントごとの主な設備投資につい

ては、モバイル事業104,090千円、環境商材事業364,159千円であります。モバイル事業の設備投資の主なものは店舗

設備等、環境商材事業の設備投資の主なものはレンタル用資産の購入によるものであります。

 また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 

２【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

                                         （2019年３月31日現在）
 

事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数
（名）

建物 車両運搬具
工具、器具
及び備品

差入
保証金

合計

本社

（東京 渋谷区）
全社（共通） 統括業務施設 4,840 1,228 5,774 40,249 52,092

27

(３)

顧客先 環境商材事業
レンタル用

資産
－ － 386,802 － 386,802

21

(－)

 （注）１ 差入保証金には、営業保証金等50,000千円を含んでおりません。

２ 従業員数欄の（ ）は、臨時従業員の平均雇用人員を外書しております。

３ 上記金額には、消費税等を含めておりません。
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(2) 国内子会社 

（2019年３月31日現在）
 

会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（千円）

従業
員数

（名）建物
工具、 
器具及び 
備品

機械
及び
装置

土地
（面積㎡）

差入
保証金

合計

アルファ

インター

ナショナ

ル㈱ 

本社

（東京都

渋谷区）

モバイル

事業

事務所

営業設備
6,369 3,475 － － 4,681 14,526 22(１)

直営店

４店舗

店舗

営業設備
16,967 1,496 － － 12,184 30,647 10(－)

業務委託

店48店舗

店舗

営業設備
15,739 1,658 － － 149,964 167,362 －(－) 

キャリア

ショップ

23店舗

店舗

営業設備
155,903 9,299 － － 218,656 383,859 96(－)

㈱アルフ

ァライズ

本社

（東京都

渋谷区）

オフィス

サプライ

事業

 

環境商材

事業

事務所

営業設備
－ 184 － － 500 684 ８(１)

愛媛事業

所（愛媛

県八幡浜

市）

事務所

営業設備
－ 404 － － 390 794 －(16) 

奈良事業

所（奈良

県奈良

市）

事務所

営業設備
2,124 143 － － 3,455 5,723 －(22) 

㈱インチ

ャージ 

本社

直営店

21店舗

モバイル

事業

事務所

店舗

営業設備

71,835 19,614 － － 78,878 170,328 77(２) 

アルファ

エネシア

㈱ 

本社

飯塚施設

（福岡県

飯塚市）

ほか２施

設

環境商材

事業

事務所

発電設備 

営業設備 

－ － 292,614
153,126

（121,194）
7,050 452,790 －(－) 

 （注）１ 差入保証金には、営業保証金等239,387千円を含んでおりません。

２ 従業員数の（ ）は、臨時従業員の平均雇用人員を外書しております。

 

 

- 20 -



３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

 2019年３月31日現在における重要な設備の新設、改修の計画は次のとおりであります。

会社名 事業所名
セグメント
の名称

設備の
内容

投資予定額

資金調達
方法

着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

(千円)
既支払額
(千円)

アルファ

インター

ナショナ

ル㈱

キャリア

ショップ

（５店舗）

モバイル

事業
店舗設備 56,000 － 自己資金 未定 未定 －

㈱インチ

ャージ

直営店舗

（１店舗）

モバイル

事業
店舗設備 15,000 － 自己資金 未定 未定 －

 

(2) 重要な設備の除却等

 該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,080,000

計 10,080,000

 

②【発行済株式】

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(2019年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(2019年６月24日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 3,481,200 3,481,200 

東京証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

単元株式数 100株 

計 3,481,200 3,481,200 ― ― 

 （注）  提出日現在の発行数には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】
 

決議年月日 2017年７月31日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役３名 

新株予約権の数（個）  ※ 300個 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 

（株）  ※ 
普通株式30,000株（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  ※ １株当たり 1,607円（注）２ 

新株予約権の行使期間  ※ 2019年８月７日～2022年５月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）  ※ 

発行価格    1,607円 

資本組入額     804円 

新株予約権の行使の条件  ※ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項  ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を

要する。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項  ※
（注）４ 

  ※ 当事業年度の末日（2019年３月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年５月31

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

 （注）１ 新株予約権１個当たりの目的である株式の数は100株とし、普通株式につき株式分割（普通株式の株式無償

割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予

約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で

行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につ

いては、これを切り捨てるものとする。 
 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率
 
また、合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて新株予約権の目的であ

る株式の数の調整を必要とする場合、取締役会において必要と認める株式数の調整を行うことができるもの

とする。 
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２ 発行日後に株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げるものとする。 
 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
1

分割(または併合)の比率
 

また、発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行

使価額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。その他、新株予約権（その

権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る）を発行する場合

についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。 

なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から保有する自己株式数を控除した数をい

うものとし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」

を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 
 

        既発行

株式数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新株式発行前１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 
上記の場合の他、発行日後に、合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じ

て行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合併等の条件を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で行

使価額を調整するものとする。 

３ 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。 

① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または子会社の取締役、監査役または従業員の地位にある

ことを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。 

② 新株予約権の相続は認めないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた

場合はこの限りではない。 

③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。 

④ 新株予約権行使の年間合計金額は1,200万円を超えないものとする。 

⑤ 単元株式数（100株）未満の株式数に関しては権利行使できない。 

⑥ 新株予約権者は、2018年３月期から2022年３月期のいずれかの事業年度にかかる当社が提出した決算短信

に記載される連結貸借対照表及び連結損益計算書（連結財務諸表を作成していない場合は貸借対照表及び

損益計算書）において、連結経常利益（連結財務諸表を作成していない場合は経常利益）が８億円を超え

た場合に、その事業年度に関わる決算短信が提出された日から、この全部または一部につき新株予約権を

行使することができる。 

４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点に

おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新

株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は

新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、

株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高

(千円)

2014年４月１日～

2015年３月31日（注１）
378,800 3,481,200 200,006 728,734 200,006 688,336

2015年４月１日～

2016年３月31日
－ 3,481,200 － 728,734 － 688,336

2016年４月１日～

2017年３月31日
－ 3,481,200 － 728,734 － 688,336

2017年４月１日～

2018年３月31日
－ 3,481,200 － 728,734 － 688,336

2018年４月１日～

2019年３月31日
－ 3,481,200 － 728,734 － 688,336

（注）１ 2014年９月17日付けで以下の条件で有償第三者割当を行ったことによる増加であります。

  発行価格       1,056円 

  資本組入額       528円

  主な割当先  株式会社エクステンド

 

（５）【所有者別状況】

              （2019年３月31日現在） 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 

単元未満株 
の状況(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数 

(人) 
－ 1 8 9 5 1 456 480 － 

所有株式数 

(単元) 
－ 3 2,157 13,183 37 27 19,403 34,810 200 

所有株式数 

の割合(％) 
－ 0.01 6.20 37.87 0.10 0.08 55.74 100.00 － 

（注）１ 自己株式654,883株は「個人その他」に6,548単元を、「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しており

ます。

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式２単元が含まれております。
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（６）【大株主の状況】
 

    （2019年３月31日現在） 

氏名又は名称 住所 
所有株式数

(株) 

発行済株式（自己株式を
除く。）の総数に対する
所有株式数の割合(％) 

吉岡 伸一郎 東京都港区 847,900 30.00 

兼松コミュニケーションズ株式会社 東京都渋谷区代々木３－22－７ 416,000 14.72 

株式会社エクステンド 東京都港区六本木３－２－２ 378,800 13.40 

株式会社光通信 東京都豊島区西池袋１－４－10 288,400 10.20 

株式会社マルチメディアネットワーク 東京都渋谷区道玄坂１－15－３ 206,700 7.31 

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１－６－１ 106,900 3.78 

鷲見 貴彦 東京都世田谷区 94,100 3.33 

立花証券株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町１－

13－14 
75,000 2.65 

アルファグループ役員持株会 東京都渋谷区東１－26－20 45,200 1.60 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社 

東京都千代田区丸の内２－５－

２ 
30,000 1.06 

計 ― 2,489,000 88.07 

 （注） 上記のほか、自己株式が654,883株あります。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        （2019年３月31日現在） 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式(自己株式等)   － － － 

議決権制限株式(その他)   － － － 

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 654,800 － － 

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,826,200 28,262 － 

単元未満株式 普通株式 200 － － 

発行済株式総数   3,481,200 － － 

総株主の議決権   － 28,262 － 

 （注）「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

 

②【自己株式等】

        (2019年３月31日現在） 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 

所有株式数 
(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％) 

アルファグループ株式会社 東京都渋谷区東１－26－20 654,800 － 654,800 18.81 

計 ― 654,800 － 654,800 18.81 
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。 

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
― ― ― ―

その他

（－）
― ― ― ―

保有自己株式数 654,883 ― 654,883 ―

 

３【配当政策】

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しており、将来の事業展開と経営体質の強

化のために必要な内部留保を確保しつつ、総合的に勘案して決定することを基本方針としております。

 当事業年度の連結業績につきまして、一部は将来の事業展開に備えるべく内部留保としてまいりますが、同時に安

定した利益還元を目的として当事業年度の期末普通配当として１株当たり15円の配当を実施いたしました。

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の

決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

 当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式

質権者に対し中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額 

（円） 

2019年６月24日 
42,394 15 

定時株主総会決議 
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の適法性及び効率性の確保を図るべく経営

上の組織体制を整備し、必要な施策を実施していくことと捉え、「継続的な利益成長」を通して企業価値の最大

化を実現するための、経営上の最も重要な課題のひとつと位置付けております。

 

①企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

 当社は監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行い、経営上の重

要な事項についての意思決定を取締役会が行っております。

 また、これらの機関のほかに、コンプライアンス委員会、内部統制委員会を設置しております。

 当社がこのような体制を採用している理由は、業務の意思決定・執行及び監督について、リスク管理、コン

プライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るためであります。

 

 具体的な会社の機関の概要については以下のとおりであります。

 

＜取締役会＞ 

 取締役会は議長である代表取締役社長 吉岡伸一郎、取締役 山中一浩、取締役 徳山宗年、取締役 西野裕、

社外取締役 渡邉守の５名により構成されております。月に１回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締

役会を開催し、取締役５名及び社外監査役３名が出席し、法令、定款及び取締役会規程等に定められた審議・

決定並びに各取締役の業務執行状況を監視・監督しております。

 

＜監査役会＞

 監査役会は、議長である社外常勤監査役 松嵜進、社外監査役 髙橋雷太、社外監査役 青村克彦の３名によ

り構成され、業務執行組織から独立した客観的な観点で、重要性及びリスクを考慮して監査を実施し、代表取

締役社長または取締役会に対して報告や提言を行っております。

 また、各監査役は当社の各部門及びグループ会社の取締役・使用人等からの個別ヒアリングを定期的に行う

とともに、内部監査部門との定期的な情報交換、内部監査の同行、会計帳簿、契約書、稟議書等の重要文書の

閲覧等を行い、当社の重要な意思決定や業務執行の状況の適法性及び妥当性を公正な立場で監視しておりま

す。

 なお、監査役会は法令、定款及び監査役会規程に従い、監査役の監査方針、年間の監査計画などを決定して

おり、監査内容については、主に常勤監査役が監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行

うとともに、次月以降の監査計画について協議・承認しております。

 

＜会計監査人＞ 

 会計監査人については、清陽監査法人を2018年６月28日より選任しております。
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 (会社機関の概要図） 
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② 企業統治に関するその他の事項

＜経営会議＞ 

 原則として、取締役及び事業部長・部長が出席する経営会議を週１回定時会として開催し、業務執行に関す

る基本事項及び計画の審議・管理・決定等を行っております。

 

＜コンプライアンス委員会＞ 

 当社は、取締役５名及び常勤監査役１名から成るコンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長をコン

プライアンス委員長としております。コンプライアンス意識の浸透を図るべく、コンプライアンス委員長が指

名したメンバーで構成されるコンプライアンス事務局にて、コンプライアンス体制に係る規程類の作成や教

育、社内啓蒙に努めております。

 

＜リスク管理体制の整備の状況＞ 

 当社のリスク管理体制は、リスク管理規程を定め、その運用をもって適切かつ迅速にリスクへの対応に努め

ることはもとより、リスク管理規程に定める事項が発生した場合は代表取締役社長を委員長とする委員会を設

置して経営リスクを最小化していく所存であります。

 また、社内ネットワーク上に内部通報制度、相談室、法務担当への相談窓口を設置し、従業員からの声を広

く募るとともに、必要に応じて各部門に対してリスクヒアリングを実施し、リスクの見直し及びリスクの軽減

化を図るとともに、リスク発見時に迅速な対応ができるよう管理体制の整備に努めており、税務・法務関連業

務に関しては、税理士、弁護士等と顧問契約を結び、随時アドバイスを受けております。

 

＜内部統制システムの整備状況＞ 

 当社は、コンプライアンス、内部監査、リスクマネジメント等の取り組みを通じて内部統制システムの運用

を図り、また、監査役への報告体制の整備等、監査役による監査の実効性の確保に向けた取り組みを行ってお

ります。

 会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として取締役会に

おいて決議した内部統制システム整備の基本方針は以下のとおりです。

１．当社及び子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

１）当社及び子会社は、コンプライアンス体制に係る規程・マニュアル等を制定し、法令・定款及び社会

規範を遵守し、その徹底を図る。コンプライアンスに関わる重要事項については、取締役及び各部門

の長が出席する経営会議において検討、審議を行い、その結果を取締役会に報告する。

２）当社及び子会社は、コンプライアンス体制に関わる規程・マニュアルに基づき、より高い倫理観をも

って誠実に行動することを規範として定めると共に、法令またはコンプライアンスガイドラインに違

反する行為の未然防止に努める。

３）代表取締役社長は、コンプライアンスに関する業務を主管しコンプライアンス委員長を務めると共

に、コンプライアンス事務局を設置し内部通報制度及びコンプライアンス相談窓口を設けて、情報の

確保に努める。

４）内部監査部門は、管理部門または監査役会と連携の上進捗状況を監査する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

１）当社は、株主総会、取締役会及び稟議に係る文書等、取締役の業務執行に係る文書またはその他の情

報について、文書管理規程に基づき、主管する部門が保存及び管理を行い、一定期間は閲覧可能な状

態を維持する。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

１）当社は、全社的リスクマネジメント及び情報セキュリティについて管理部門が主体となって、当社及

び子会社のリスク管理体制を整備する。管理部門は、会社方針と目標及び基本戦略を立案し推進す

る。そして、当社及び子会社の適切な情報セキュリティの確立及び改善を図るため、管理部門の指

揮・監督・指導のもとに情報セキュリティに関する構築と継続した見直し、体制及び運用、モニタリ

ング等による課題抽出及び改善の施策立案を行う。

２）当社は、当社及び子会社の財務リスク軽減を図るために経理規程、予算管理規程、外注管理規程等の

社内規程により、リスク発生の可能性をビジネス遂行に必要とされる合理的な範囲に収める体制を構

築する。

４．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

１）当社は、会社の組織機構、分掌業務並びに職務権限及び責任を明確にし、業務の組織的かつ効率的な

運営を図る。

２）当社は、毎月１回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締

役の業務執行状況の監督等を行う。
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３）当社は、持株会社制度を採用し、各子会社社長は、組織規程・職務権限規程等に基づき、適正な指示

命令系統のもと迅速かつ円滑な業務の執行を行う。

４）当社は、経営計画に基づき、各子会社の事業進捗を管理すると共に目標達成のための当社グループ施

策を展開する。

５．当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

１）当社の役員等が子会社の取締役・監査役を兼任し、業務執行を監督・監査する。

２）当社は、関係会社管理規程に基づき、一定の基準を上回る事項については当社への決裁・報告制度に

より子会社経営の管理を行い、必要に応じてモニタリングを行う。

３）子会社は、当社からの経営指導等が法令に違反し、その他コンプライアンス上の問題があると認めた

場合には、コンプライアンス委員会に報告し、コンプライアンス事務局長または監査役に改善策の策

定を求めることができる。

６．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項、当該

従業員の取締役からの独立性に関する事項、及び当該従業員に対する監査役の指示の実効性の確保に関

する事項 

１）当社は、監査役の求めに応じて、管理部門の従業員に補助業務を行わせるものとし、監査役より命令

を受けた従業員は、その命令に関して監査役の指揮命令に従い、取締役及び上長等の指揮命令を受け

ない。

２）当社は、補助業務にあたる従業員の人事異動について、監査役の意見を踏まえた上で行う。

７．当社及び子会社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する

体制、及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

１）当社の取締役及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役及び従業員、またはこれらの者から報告を

受けた者は、会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役に都度報告する。ま

た、監査役はいつでも必要に応じて、前記の者に対して報告を求めることができる。

２）監査役は、当社及び子会社の取締役会その他社内主要会議に出席すると共に、必要に応じて当社の取

締役及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役及び従業員に対して説明を求めることができる。

３）当社は、内部通報制度を適切に運用し、法令違反、その他コンプライアンス上の問題について、監査

役への報告体制を確保する。

４）内部監査部門は、監査役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告する。

５）当社は、監査役が監査に必要とする情報を適時、適切に収集できる体制を確保するため、管理部門と

連動し、監査役の閲覧する資料の整備に努める。

６）当社は、監査役や内部通報窓口に対して報告・通報を行った者に対し、当該報告・通報を行ったこと

を理由としていかなる不利益も課してはならないものとし、その旨の周知徹底を図る。

７）監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還を行ったときは、当該監査役の職務の

執行に必要でないと認められた場合を除き、当社は速やかに当該費用または債務を処理する。

 

＜反社会的勢力排除に関する体制＞

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

 当社は、良き企業市民として、より良き社会の実現のため、「市民社会の秩序または安全に脅威を与え

る反社会的勢力・団体との関係を排除するとともに、断固として対決する」旨の行動指針を明記し、従業

員に周知徹底を行っております。

 

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況 

 当社の社内体制としましては、コンプライアンス事務局が担っており、部門ごとに相談対応、情報の収

集を行う窓口担当を配置し、迅速に対応できる体制を整えております。

 なお、担当者は、社団法人警視庁管内特殊暴力団防止対策連合会などによる研修を受けるほか、随時、

顧問弁護士への相談やそこからの助言、指導を受けるなど連携を図り、反社会的勢力及び団体との関係が

発生しないよう努めております。 

 

③ 責任限定契約の内容の概要

 当社は社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第

１項の責任につき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としてお

ります。 

 また、当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。 
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 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会計監査人に悪意または重大な過失があった場合を除き、会計

監査人の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、または受けるべき財

産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額をもって、当社に対する損害賠

償の限度としております。 

 

④ 取締役会に関する定款の定め 

＜取締役の定数＞ 

 当社は、取締役の定数について、７名以内とする旨定款に定めております。

 

＜取締役の選任の決議要件＞

 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

＜取締役の任期＞

 当社の取締役の任期は、取締役の責任の明確化を図るとともに、機動的な取締役会の体制構築を目的として

取締役の任期を１年として定款に定めております。

 

④ 株主総会・取締役会決議に関する事項 

＜自己株式の取得＞

 当社は機動的な資本政策の遂行を行うことを目的として、会社法第165条第２項の規定により取締役会の決

議をもって自己株式の買受けができる旨定款に定めております。

 

＜中間配当＞

 当社は中間配当の決定機関を取締役会とすることにより、当社を取り巻く事業環境や業績に応じて、株主へ

の機動的な利益還元を行うことを目的とし、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載

または記録された株主または登録株式質権者に対し中間配当をすることができる旨定款に定めております。

 

＜定足数の緩和＞ 

 当社は株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とし、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めており

ます。

 

⑤ 取締役、監査役、会計監査人の責任免除

 当社は取締役、監査役が、期待される役割を十分に発揮できるように、取締役会の決議によって、取締役、

監査役（取締役、監査役であったものを含む。）の会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める

要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除す

ることができる旨定款に定めております。

 また、会計監査人においても、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度額内において賠償

責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。
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（２）【役員の状況】

① 役員一覧 

男性 8名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

(株) 

代表取締役 

社長 
吉岡 伸一郎 1970年５月29日生 

 
1994年11月 ㈱プラスアルファ設立 

代表取締役社長就任 
1997年10月 当社設立 代表取締役社長就任 

1999年６月 ㈱プラスアルファ代表取締役会長 
就任 

2001年１月 当社代表取締役会長就任 

2001年６月 ㈱プラスアルファ取締役就任 

2005年２月 ㈱アルファライズ取締役就任 

2005年６月 アルファインターナショナル㈱ 
取締役就任 

2006年４月 アルファイット㈱取締役就任 

2006年７月 アルファソリューションズ㈱取締役 
就任 

2007年４月 ㈱Ａ・Ｒ・Ｍ取締役就任 

2007年５月 アルファテクノロジー㈱取締役就任 

2008年４月 ㈱アルファコミュニケーションズ 
代表取締役就任 

2009年６月 当社取締役会長就任 

2011年４月 アルファインターナショナル㈱ 
代表取締役会長就任 

2011年４月 ㈱ドクターアイ・エイ・シー 
取締役就任（アルファディスカーレ㈱

に商号変更。以下同じ) 
2012年４月 当社代表取締役 最高事業責任者就任 

2012年６月 ㈱アルファライズ代表取締役会長 
就任 

2012年６月 アルファイット㈱代表取締役会長 
就任 

2012年６月 ㈱ドクターアイ・エイ・シー 
代表取締役会長就任 

2013年４月 当社代表取締役社長就任(現任) 

2013年４月 アルファインターナショナル㈱ 
取締役会長就任(現任) 

2013年４月 ㈱アルファライズ取締役会長就任 

2013年４月 アルファイット㈱取締役会長就任 

2013年４月 アルファディスカーレ㈱取締役就任 

2013年４月 アルファチーラー㈱（㈱インチャージ

に商号変更。以下同じ）取締役会長 
就任 

2014年４月 アルファチーラー㈱代表取締役社長 
就任 

2014年10月 
 

㈱アルファライズ代表取締役社長 
就任（現任） 

2016年４月 ㈱インチャージ取締役就任（現任） 

2018年12月 アルファエネシア㈱取締役就任 
（現任） 

 

(注)４ 847,900 
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
(株) 

取締役 山中 一浩 1963年１月１日生 

 
1986年４月 ㈱安達・グリーントラベル入社 

1999年４月 同社取締役リゾート部門長就任 

2001年８月 同社取締役経営企画室長就任 

2004年４月 タイムズサービス㈱入社 

2006年11月 同社経営企画部長兼新規事業部長 

就任 

2008年２月 ㈱ぽけかる倶楽部入社 

2010年６月 ㈱I&Pマネジメント取締役就任 

2011年６月 ㈱ぽけかる倶楽部常務取締役就任 

2011年６月 ㈱国際事業開発取締役就任 

2012年10月 ㈱ココチカ代表取締役就任（現任） 

2014年６月 当社取締役就任（現任） 

2014年６月 アルファインターナショナル㈱ 

取締役就任（現任） 

2014年６月 ㈱アルファライズ取締役就任（現任） 

2014年６月 アルファイット㈱取締役就任 

2014年６月 アルファチーラー㈱取締役就任 

2014年10月 アルファチーラー㈱取締役副社長 

就任 

2014年11月 ㈱フューチャービジョン取締役就任 

2016年４月 ㈱インチャージ代表取締役社長就任

（現任） 

2017年４月 当社常務取締役就任 

2018年12月 アルファエネシア㈱代表取締役就任 

（現任） 

2019年４月 当社取締役就任（現任） 
 

(注)４ － 

取締役 徳山 宗年 1974年１月26日生 

 
1996年４月 ダイワフューチャーズ㈱入社 

1996年９月 ㈱プリモアール入社 

1998年５月 当社入社 

2005年６月 アルファインターナショナル㈱ 

取締役就任 

2008年６月 アルファインターナショナル㈱ 

代表取締役社長就任(現任) 

2008年６月 アルファテレコム㈱代表取締役社長 

就任 

2008年６月 当社執行役員就任 

2009年６月 当社取締役就任(現任) 

2009年６月 ㈱Ａ・Ｒ・Ｍ取締役就任 

2014年10月 アルファチーラー㈱取締役就任 

2018年12月 アルファエネシア㈱取締役就任 
 

(注)４ 9,000 

取締役 西野 裕 1966年7月５日生 

 
1988年４月 ㈱日本エルシーエー入社 

2051年９月 ㈱ベンチャーリンク転籍 

1993年11月 ㈱エフアンドエム入社 

1998年４月 同社東京支社長兼ＴＳ企画部長就任 

1999年４月 同社再就職支援事業部長就任 

2000年11月 ㈱チャレンジャーグレイクリスマス 

代表取締役社長就任 

2003年７月 ㈱ビジャスト代表取締役社長就任 

2007年４月 ㈱ビジャスト総研代表取締役就任 

2013年６月 当社取締役就任 

2015年６月 当社取締役就任（現任） 
 

(注)４ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
(株) 

取締役 渡邉 守 1970年４月３日生 

 
1990年７月 三好司法書士事務所入所 

1994年１月 芳賀司法書士事務所入所 

2002年８月 渡邉司法書士事務所（現・渡邉司法書

士・行政書士事務所）開設 

（現在に至る） 

2005年６月 ㈱アロンエステート社外監査役就任 

2006年６月 ㈱メッツ社外監査役就任 

2007年６月 ㈱リヴァンプ社外監査役就任 

2016年６月 当社社外取締役就任（現任） 
 

(注)４ － 

常勤監査役 松嵜 進 1941年５月17日生 

 
1960年４月 日下部家電㈱入社 管理課勤務 

1965年２月 同社退社 

日本ファイリング㈱入社 

計理課勤務 

1981年４月 同社経理部会計課長 

1988年12月 同社経理部部長 

1993年６月 同社取締役経理部長兼経営企画室長 

就任 

2000年６月 同社常務取締役管理部長兼経営企画室

長就任 

2001年９月 同社退任 

2002年３月 藤和コミュニティ㈱管理部 

2005年６月 同社退社 

当社常勤監査役就任(現任) 
 

(注)５ － 

監査役 髙橋 雷太 1962年６月９日生 

 
1986年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任

監査法人トーマツ)入所 

1990年４月 公認会計士登録 

1997年５月 高橋雷太公認会計士事務所開設 

1999年４月 中央監査法人(当時)代表社員就任 

2000年12月 当社監査役就任(現任) 

㈱プラスアルファ監査役就任 

2001年３月 ㈱吉田経営代表取締役就任(現任) 

2004年６月 中央青山監査法人（当時）代表社員 

退任 

2004年９月 ㈱プロゴワス社外監査役就任（現任） 

2005年７月 長島商事㈱社外監査役就任（現任） 

2007年６月 エム・ビー・シー開発㈱社外監査役 

就任(現任) 

2007年10月 ㈱新生社印刷社外監査役就任（現任） 

2016年５月 鹿児島ディベロップメント㈱社外取締

役就任（現任） 
 

(注)６ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
(株) 

監査役 青村 克彦 1946年５月４日生 

 
1969年４月 住友商事㈱入社 鉄鋼原料部 

1971年９月 同社エネルギー資源開発室 

住友石油開発㈱出向 

日本イラク石油開発㈱出向 

1978年５月 住友商事㈱ 

投資事業本部国内事業部 

1985年４月 同社投資事業本部国内事業部課長 

1993年７月 同社燃料開発室長付 

ベトナムダイフン石油㈱出向 

常務取締役就任 

1997年２月 住友商事㈱ 

同社地域総括部副部長 

2002年４月 同社地域総括部部長 

2005年２月 同社メディア事業本部長付 

ジェイコム東京㈱出向 

同社取締役管理部長就任 

2009年６月 同社取締役退任 

2010年４月 当社新規事業に関わる顧問契約締結 

2011年５月 住友商事㈱退社 

2013年６月 当社監査役就任（現任） 
 

(注)５ － 

計 856,900 

 

 （注）１ 取締役 山中一浩は、2019年３月31日を以って常務職を辞しております。 

２ 取締役 渡邉守は、社外取締役であります。 

３ 監査役 松嵜進、髙橋雷太及び青村克彦は、社外監査役であります。 

４ 2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

５ 2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

６ 2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（株） 

野村 典之 1943年９月30日生 

1968年４月    日本ファイリング㈱入社 

1990年５月   本店特販部長就任 

1997年12月   営業副本部長兼本店第二 

        営業部長就任 

1998年６月   取締役就任 

1999年６月   営業本部長就任 

2003年６月   常務取締役就任 

2005年４月   取締役販売本部長就任 

2007年６月   日本ファイリング㈱退任 

2009年６月   当社監査役就任 

－ 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。なお、社外取締役１名、社外監査役３名全員と当

社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。

 社外取締役 渡邉守は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません

が、司法書士の資格を有しており、会社法等に相当程度の知見を有していること、上場企業における監査役と

しての経験を有していることから、取締役の業務執行に対する監督においてその経験を活かしていただけるこ

とを期待し選任しております。 

 社外監査役 髙橋雷太は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する

ことから、当社の経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する監査が行えると考え選任して

おります。

 社外監査役 松嵜進、青村克彦は、共に企業経営等、豊かな経験、実績、幅広い知識と見識を有し、当社の

社外監査役に相応しいと判断し選任しております。
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 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な経験と幅広

い見識及び専門性を有する適任の者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、当社の企業統治におい

て果たす機能及び役割を十分に発揮できるよう、社外取締役としての意見・提言ができる体制として、また社

外監査役が監査業務を執行できる体制として、取締役会その他の重要な会議に出席し、当社の重要な意思決定

や業務執行の状況の適法性及び妥当性を公正な立場で監視を行うことで、経営に対する監視機能の強化を図っ

ております。

 当社の現在の社外取締役及び社外監査役の全員について、高い独立性及び専門知識や経験に基づき、職務執

行の監視・監督といった期待される機能及び役割を充分に果たし、当社のグループの企業統治の有効性に大き

く寄与しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、原則として月１回以上開催される取締役会やその他の重要会議に出席し、各

自の専門知識や経験に基づき意見や提言を述べることにより、当社における職務執行を適切に監督しておりま

す。 

常勤社外取締役は内部監査部門と連携し、定期的に実施する内部監査に同席することで監査役監査に有用な情

報を収集し、これを他２名の社外監査役及び社外取締役に共有を図っております。また、社外取締役及び社外

監査役に専任スタッフが配置されてはおりませんが、内部監査部門又は管理部門と連携し、また必要な場合に

はこれら部門の従業員に業務を補佐させることによって、実効的な監督を行う上で必要な情報等を収集してお

ります。 

 その他にも、部通報制度や社内稟議の確認等を通じて、不正の芽となりうる事象を選別し、外部者としての

視点を統制システムが有効に機能する一助として働かせております。
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（３）【監査の状況】

① 監査役監査の状況 

 当社の監査役会は３名で構成され、いずれも社外監査役であります。監査役会及び監査役に選任スタッフは配

置されておりませんが、内部監査室または管理部門と必要に応じて情報交換・意見交換を行うなど連携し、監査

の効率や精度を向上させております。 

 監査役の活動内容といたしましては、取締役会、その他重要会議への出席、店舗等をはじめとする各業務拠点

への往査、各部門へのヒアリング等を実施しております。常勤社外監査役は内部監査部門の行う監査に同席し、

その内容を監査役会にて他２名の監査役と共有を図っております。 

 なお、監査役 髙橋雷太は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おります。 

 

② 内部監査の状況等 

 当社では、内部監査部門として、代表取締役社長直属で内部監査室を設置し、予め策定された内部監査部門に

基づいて、業務監査や情報セキュリティに関する監査等を実施しております。内部監査結果については、内部監

査報告書を作成した上でその内容を代表取締役社長や被監査部門に対して共有し、また、改善が必要だと判断さ

れた場合には被監査部門に対して改善指示書を通じて指摘することにより、業務改善に反映させる体制を整えて

おります。 

 定期的な内部監査にあたっては、常勤社外監査役もこれに同席し共同して監査を実施しております。この結果

については内部監査報告書等を通じて監査役会に定期的に報告され、監査役はこれを業務監査に活用する等の連

携を図っております。また、会計監査人と監査役は必要に応じて意見交換会を開催しており、これを通じて内部

監査結果が会計監査に反映される体制を担保しております。 

 

③ 会計監査の状況 

ａ．監査法人の名称 

  清陽監査法人 

 

ｂ．業務を執行した公認会計士 

  斉藤 孝 

  石井 和人 

  尾関 高徳 

 

ｃ．監査業務に係る補助者の校正 

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名であります。 

 

ｄ．監査法人の選定方針と理由 

 当社は会計監査人の選任にあたっては、独立性及び専門性の有無、監査実施体制、上場会社監査実績及び報酬

の水準を精査して総合的に判断しており、清陽監査法人についてこれらを検討した結果、当社の会計監査が適切

かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており適任と判断したため選任しております。 

 なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、

監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。 

 また、監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性その他の評価基準に従い総合的に評価

し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合

には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 

 

ｅ．監査役及び監査役会による監査法人の評価 

 当社の監査役及び監査役会は、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性、業務内容に対応して効率的な

監査業務が実施できる相応の規模を有していること、監査実施体制の整備状況、監査範囲及び監査スケジュール

等具体的な監査計画並びに報酬水準の合理性及び妥当性等を確認し、監査実績等を踏まえた上で、監査法人を総

合的に評価し、再任の妥当性を判断しております。 

 

ｆ．監査法人の移動 

 当社の監査法人は次のとおり異動しております。 

  前連結会計年度及び前事業年度 東陽監査法人 

  当連結会計年度及び当事業年度 清陽監査法人 
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 なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。 

 異動に係る監査公認会計士等の名称 

  東陽監査法人 

  清陽監査法人 

 異動の年月日 2018年６月28日 

 監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合（概要） 

  異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 2017年６月29日 

  異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等 

   該当事項はありません。 

  異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 

 当社の会計監査人である東陽監査法人は2018年６月28日開催予定の第21回定時株主総会終結の時をもっ

て任期満了となります。これに伴い、清陽監査法人を新たな会計監査人として選任するものであります。 

 監査役会が清陽監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の会計監査人としての独立性

および専門性の有無、監査実施体制、上場会社監査実績及び報酬の水準等を精査し、検討した結果、当社

の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、適任と判断したためでありま

す。 

  上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等

の意見 

 特段の意見はない旨の回答を得ております。 

 

④ 監査報酬の内容等 

 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年１月31日内閣府令第３号）によ

る改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)ｄ(f)ⅰからⅲの規定に経過措

置を適用しております。 

 

ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容 

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づく
報酬（千円） 

非監査業務に基づく報
酬（千円） 

監査証明業務に基づく
報酬（千円） 

非監査業務に基づく報
酬（千円） 

提出会社 28,300 － 27,000 － 

連結子会社 － － － － 

計 28,300 － 27,000 － 

 非監査業務に関しては、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいても該当事項はありません。

 

ｂ．その他重要な報酬の内容 

（前連結会計年度）

 該当事項はありません。

（当連結会計年度）

 該当事項はありません。

 

ｃ．監査報酬の決定方針 

 規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。

 

ｄ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由 

 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であ

るかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意する旨を判断しております。 
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（４）【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 

 取締役の報酬については、2002年６月27日開催の第５回定時株主総会の決議により年額200,000千円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。対象となる取締役は５名）と決議いただいており、また、これとは別枠

で2017年６月29日開催の第20回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額40,000千円以

内（対象となる取締役は、社外取締役１名を除いた４名）と決議いただいております。また、監査役の報酬に

ついては002年６月27日開催の第５回定時株主総会の決議により年額50,000千円以内と決議いただいておりま

す。具体的な各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については、取締役会においてこの決定を代表取締役

社長 吉岡伸一郎に一任する旨を決議し、これに基づき代表取締役社長が決定し、監査役については各監査役

の協議により決定しております。 

 具体的な取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、新任取締役の場合において

は、定められた基準に従って一律の報酬を支払うこととしております。また、重任の場合においては、新任取

締役の報酬額を基準とし、任期中の当社連結業績及び各取締役の功績に基づき、翌期の報酬を改定しておりま

す。なお、役職ごとには、新任取締役の報酬額を基準として、重任された取締役はその1.5倍まで、常務職は

その２倍まで、専務職はその３倍まで、副社長職はその４倍まで、社長職または会長職についてはその５倍ま

でとし、この基準に基づいて、社外取締役及び外部顧問の意見を踏まえて代表取締役社長が決定しておりま

す。 

 当事業年度においても、取締役に関しては報酬の決定は代表取締役社長に一任する旨の取締役会決議を受

け、期中における業績や各取締役の個別の功績を受けて役職ごとに定められた基準に則り、代表取締役社長が

これを決定しております。 

 上記の基本額とは別に、業績連動報酬として賞与を支給する旨を方針として定めており、その内容として

は、当社の重要な指標である売上高営業利益率及び連結ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）の上昇率が一定のポ

イントを超えた場合に、その上昇要因を分析した上で評価したそれぞれの役員の功績に基づき、支給の有無を

決定し、各役員の基本報酬額の1/12の額の３倍を上限額として支給することとしております。従いまして、基

本額と賞与の支給割合は、全役員報酬のうち基本額が80％、賞与が20％となることを目安としております。な

お、決定方法については、基本額と同様に社外取締役及び外部顧問の意見を踏まえて代表取締役社長が決定し

ております。なお、当事業年度における支給はありませんでした。 

 最後に、ストックオプション制度に関しましては、業務執行取締役を対象とし一律に付与した上で、その行

使条件を業務分掌に応じて個別に定めることとしております。なお、当事業年度における付与はありませんで

した。 

 

② 当事業年度における当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員

数 

役員区分 
報酬等の総額 

（千円） 

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる 

役員の員数 

（名） 固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金 

取締役に支払った報酬 97,160 94,460 - 2,700 4 

監査役に支払った報酬 

(全員社外監査役) 
4,440 4,440 - - 3 

 合計 101,600 98,900 - 2,700 7 

（注）上記取締役報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額のうち当期退職慰労金部分

2,700千円を含んでおります。

 

③ 当社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 該当事項はありません。
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（５）【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方 

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純

投資目的に関しましては経済情勢、運用利回り、当社の資産状況等を鑑みて、事業活動に影響を及ぼさない範

囲内で資産運用の一環として保有する投資株式であると位置づけております。一方で、業務提携による関係強

化等グループ戦略上重要な目的によるもの、保有することで享受できるサービス等の利用を目的として保有す

る投資株式を純投資目的以外の目的で保有する株式と位置づけております。 

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容 

 当社は、保有する株式について、保有目的の適切性や資本コスト対比の収益性を、その金額ごとに職務権限

に定められた機関において毎年度確認しております。この検証の結果として、保有の適切性・合理性が認めら

れない場合に加え、純投資としての保有意義も認められない場合には売却することとしております。当事業年

度においては、この検証の結果、すべての保有株式について保有の妥当性があることを確認しております。 

 なお、現時点で当社は政策保有株式は保有しておりませんが、保有した場合には上記基準に従って保有の適

切性・合理性を判断してまいります。 

 

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額 

 
銘柄数 

（銘柄） 
貸借対照表計上額の 
合計額（千円） 

非上場株式 1 3,758 

非上場株式以外の株式 － － 

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の増加に係る取得 
価額の合計額（千円） 

株式数の増加の理由 

非上場株式 － － － 

非上場株式以外の株式 － － － 

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の減少に係る売却 
価額の合計額（千円） 

非上場株式 － － 

非上場株式以外の株式 － － 

 

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 

特定投資株式 

 該当事項はありません。 

 

みなし保有株式 

 該当事項はありません。 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式 

 該当事項はありません。 
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

  なお、当連結会計年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年３月23日内閣府令

第７号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の５第２項第２号及び同条第３項に

係るものについては、改正府令附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

  なお、当事業年度(2018年４月１日から2019年３月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令に

よる改正後の財務諸表等規則第８条の12第２項第２号及び同条第３項に係るものについては、改正府令附則第２条

第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

  また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、清陽監査

法人による監査を受けております。 

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握し、連結財務諸表等を適正に作成できる体制を整備するため、監査法人等が主催する研修会への

参加等を行っております。 
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

    (単位：千円) 

  前連結会計年度 
(2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(2019年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,717,091 2,123,918 

売掛金 1,360,446 1,334,416 

リース債権及びリース投資資産 － 43,706 

商品 1,265,323 1,343,975 

貯蔵品 493 603 

未収入金 622,603 554,760 

短期貸付金 558,501 636,724 

その他 145,161 127,144 

貸倒引当金 △10,976 △2,666 

流動資産合計 5,658,645 6,162,584 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 419,589 438,210 

減価償却累計額 △143,082 △164,430 

建物及び構築物（純額） 276,506 273,780 

機械及び装置 433,181 433,181 

減価償却累計額 △115,009 △140,567 

機械及び装置（純額） 318,171 292,614 

車両運搬具 5,736 5,736 

減価償却累計額 △3,689 △4,508 

車両運搬具（純額） 2,046 1,228 

工具、器具及び備品 451,456 714,093 

減価償却累計額 △120,706 △285,239 

工具、器具及び備品（純額） 330,749 428,854 

リース資産 16,005 － 

減価償却累計額 △16,005 － 

リース資産（純額） － － 

土地 153,126 153,126 

有形固定資産合計 1,080,601 1,149,603 

無形固定資産    

顧客関連資産 595,736 504,925 

その他 5,055 14,080 

無形固定資産合計 600,792 519,006 

投資その他の資産    

長期貸付金 309,204 193,608 

差入保証金 792,396 805,396 

繰延税金資産 87,032 87,861 

その他 643,157 630,409 

貸倒引当金 △395,902 △215,154 

投資その他の資産合計 1,435,887 1,502,121 

固定資産合計 3,117,281 3,170,730 

資産合計 8,775,926 9,333,315 
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    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(2018年３月31日) 
当連結会計年度 
(2019年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 1,227,271 1,210,444 

短期借入金 950,000 1,050,000 

1年内返済予定の長期借入金 528,612 631,210 

未払金 369,757 327,251 

未払法人税等 57,976 165,861 

賞与引当金 － 27,268 

その他 286,214 443,475 

流動負債合計 3,419,831 3,855,510 

固定負債    

長期借入金 1,387,892 1,270,216 

繰延税金負債 32,353 20,965 

工事負担引当金 － 135,000 

役員退職慰労引当金 63,674 66,374 

その他 150,740 151,262 

固定負債合計 1,634,660 1,643,818 

負債合計 5,054,491 5,499,328 

純資産の部    

株主資本    

資本金 728,734 728,734 

資本剰余金 688,336 688,336 

利益剰余金 3,185,633 3,292,382 

自己株式 △885,139 △885,139 

株主資本合計 3,717,565 3,824,314 

新株予約権 3,868 9,672 

純資産合計 3,721,434 3,833,986 

負債純資産合計 8,775,926 9,333,315 
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

売上高 21,235,113 21,790,037 

売上原価 17,936,524 18,173,977 

売上総利益 3,298,588 3,616,060 

売上利益調整    

繰延リース利益繰入額 － 14,750 

売上利益調整額 － △14,750 

差引売上総利益 3,298,588 3,601,310 

販売費及び一般管理費 ※１ 3,109,429 ※１ 3,260,431 

営業利益 189,159 340,878 

営業外収益    

受取利息 4,341 3,402 

受取手数料 57,457 153,794 

助成金収入 3,488 15,181 

受取保険金 876 2,935 

為替差益 1,909 － 

その他 5,239 13,901 

営業外収益合計 73,312 189,215 

営業外費用    

支払利息 18,094 21,250 

違約金 － 4,459 

その他 410 6,122 

営業外費用合計 18,504 31,831 

経常利益 243,967 498,262 

特別利益    

固定資産売却益 － ※２ 946 

特別利益合計 － 946 

特別損失    

固定資産除却損 ※３ 5,219 ※３ 13,246 

減損損失 ※４ 13,704 ※４ 90,694 

店舗解約違約金 3,074 16,333 

投資有価証券評価損 20,021 － 

その他 2,207 － 

特別損失合計 44,227 120,274 

税金等調整前当期純利益 199,740 378,934 

法人税、住民税及び事業税 148,283 242,007 

法人税等調整額 4,898 △12,216 

法人税等合計 153,181 229,790 

当期純利益 46,558 149,143 

親会社株主に帰属する当期純利益 46,558 149,143 
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【連結包括利益計算書】

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

当期純利益 46,558 149,143 

その他の包括利益    

その他の包括利益合計 － － 

包括利益 46,558 149,143 

（内訳）    

親会社株主に係る包括利益 46,558 149,143 
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

        (単位：千円) 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 728,734 688,336 3,181,470 △885,139 3,713,401 

当期変動額          

剰余金の配当     △42,394   △42,394 

親会社株主に帰属する当期
純利益     46,558   46,558 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）         － 

当期変動額合計 － － 4,163 － 4,163 

当期末残高 728,734 688,336 3,185,633 △885,139 3,717,565 

 

     

  新株予約権 純資産合計 

当期首残高 － 3,713,401 

当期変動額    

剰余金の配当   △42,394 

親会社株主に帰属する当期
純利益   46,558 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 3,868 3,868 

当期変動額合計 3,868 8,032 

当期末残高 3,868 3,721,434 
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当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

        (単位：千円) 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 728,734 688,336 3,185,633 △885,139 3,717,565 

当期変動額          

剰余金の配当     △42,394   △42,394 

親会社株主に帰属する当期
純利益     149,143   149,143 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）          

当期変動額合計 － － 106,748 － 106,748 

当期末残高 728,734 688,336 3,292,382 △885,139 3,824,314 

 

     

  新株予約権 純資産合計 

当期首残高 3,868 3,721,434 

当期変動額    

剰余金の配当   △42,394 

親会社株主に帰属する当期
純利益   149,143 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 

5,803 5,803 

当期変動額合計 5,803 112,552 

当期末残高 9,672 3,833,986 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益 199,740 378,934 

減価償却費 302,569 408,693 

減損損失 13,704 90,694 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,700 2,700 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,263 △189,058 

工事負担引当金の増減額（△は減少） － 135,000 

受取利息及び受取配当金 △4,341 △4,277 

助成金収入 △3,488 △15,181 

支払利息 18,094 21,250 

固定資産除却損 5,219 13,246 

店舗解約違約金 3,074 16,333 

投資有価証券評価損益（△は益） 20,021 － 

売上債権の増減額（△は増加） △130,041 △17,676 

たな卸資産の増減額（△は増加） △182,809 △250,959 

前渡金の増減額（△は増加） 3,616 △21,559 

未収入金の増減額（△は増加） △41,179 26,145 

仕入債務の増減額（△は減少） △36,908 △16,827 

未払金の増減額（△は減少） 13,810 1,465 

前受金の増減額（△は減少） 34,914 6,113 

預り金の増減額（△は減少） 5,153 86,022 

その他 △48,518 174,891 

小計 176,594 845,951 

利息及び配当金の受取額 4,210 3,301 

利息の支払額 △18,291 △20,967 

助成金の受取額 3,488 15,181 

和解金の受取額 7,296 3,436 

店舗解約違約金の支払額 － △11,508 

法人税等の支払額 △402,619 △215,899 

法人税等の還付額 12,010 68,596 

営業活動によるキャッシュ・フロー △217,310 688,092 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △453,882 △237,148 

無形固定資産の取得による支出 △866 △11,156 

投資有価証券の売却による収入 5,449 － 

投資有価証券の取得による支出 △23,780 － 

貸付けによる支出 △1,087,419 △724,559 

貸付金の回収による収入 286,052 760,641 

差入保証金の差入による支出 △77,948 △62,944 

差入保証金の解約による収入 62,246 63,499 

事業譲受による支出 △172,248 ※２ △106,656 

その他 △9,958 △5,148 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,472,356 △323,473 
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    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） 830,000 100,000 

長期借入れによる収入 700,000 680,000 

長期借入金の返済による支出 △459,791 △695,078 

配当金の支払額 △42,484 △42,713 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,027,724 42,208 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △661,942 406,827 

現金及び現金同等物の期首残高 2,379,033 1,717,091 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,717,091 ※１ 2,123,918 

 

- 49 -



【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

 １．連結の範囲に関する事項

 (1）連結子会社の数 4社

 主要な連結子会社の名称

 株式会社アルファライズ

 アルファインターナショナル株式会社

 株式会社インチャージ

 アルファエネシア株式会社 

  上記のうち、アルファエネシア株式会社については、当連結会計年度において、当社の連結子会社

である株式会社インチャージを新設分割し、アルファエネシア株式会社を設立したため、連結の範囲

に含めております。 

 

 (2）非連結子会社の数 1社

   一般社団法人アルファエネルギー総合研究所

 非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から

除外しております。

 

 ２．持分法の適用に関する事項

 (1）持分法を適用した非連結子会社、関連会社の数及び主要な会社等の名称

   該当事項はありません。

 

 (2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

   主要な会社名 一般社団法人アルファエネルギー研究所

    持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合

   う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであ

   り、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の範囲から除外しております。 

 

 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

 ４．会計方針に関する事項

 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

 イ 有価証券

      満期保有目的の債券

       償却原価法（定額法）を採用しております。

      その他有価証券

      時価のないもの

       移動平均法による原価法を採用しております。

    ロ たな卸資産 

      (イ)商品

         移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

        定）を採用しております。なお、移動体通信機器については、個別法による原価法（貸借対照表

               価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

      (ロ)貯蔵品 

         最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

        算定）を採用しております。

 

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

 イ 有形固定資産（リース資産を除く）

       定率法を採用しております（一部の連結子会社は定額法）。ただし、2016年４月１日以降に取得

      した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

       なお、耐用年数は、次のとおりであります。

      建物        ２～15年
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      機械及び装置      17年 

      車両運搬具       ５年 

      工具、器具及び備品 ２～15年 

 ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法を採用しております。

       なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を

      採用しております。

       また、顧客関連資産については、その効果の及ぶ期間(５年)に基づく定額法を採用しております。

 ハ リース資産 

         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

 (3）重要な引当金の計上基準 

 イ 貸倒引当金

       売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

      の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

     ロ 賞与引当金

       従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上して

      おります。

 ハ 役員退職慰労引当金 

       役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してお

      ります。

     ニ 工事負担引当金

       電源接続案件募集プロセスに係る工事負担に備えるため、負担すると見込まれる額を計上しており

      ます。

 

 (4）重要な収益及び費用の計上基準 

   ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準は、リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する 

  方法によっております。 

 

 (5）重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法

 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしていることから特例処理を採用しておりま

す。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

 ヘッジ対象・・・借入金利息

ハ ヘッジ方針

 金利スワップ取引については、借入金に係る金利変動リスクを軽減する目的で行っております。

ニ ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップ取引については、想定元本、利息の受払条件および契約期間がヘッジ対象となる借入

金とほぼ同一であることから、有効性の判定は省略しております。

 

 (6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

 スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

 (7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。 
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（未適用の会計基準等）

     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）

     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会計基

      準委員会）

 

     （1）概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB)は、共同して収益認識に関する包括的

       な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15

       号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度か 

       ら、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準 

       委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので 

       す。 

        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号

       と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り

       入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に

       配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ

       ております。

 

     （2）適用予定日

        2022年３月期の期首から適用します。

 

     （3）当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価

        中であります。

 

（表示方法の変更）

 (連結損益計算書) 

  前連結会計年度において「売上高」に含めていた一部商材に対する「受取手数料」は、当連結会計年度よ

り「営業外収益」の「受取手数料」に、また、「特別損失」の「その他」に含めていた「店舗解約違約金」

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を

反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

  この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「売上高」に表示していた21,289,739千円は、「売

上高」21,235,113千円、及び「営業外収益」の「受取手数料」54,626千円として、「特別損失」の「その

他」に表示していた5,281千円は、「店舗解約違約金」3,074千円、及び「その他」2,207千円として組替えて

おります。

 

 (連結キャッシュ・フロー計算書)

  前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払金の増減額」に含めていた

「店舗解約違約金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。こ

の表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

  この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「未払金の増減額」に表示していた16,885千円は、「店舗解約違約金」3,074千円、及び「未払金の

増減額」13,810千円として組替えております。

 

  前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「連結の範

囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度にお

いては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連

結財務諸表の組替えを行っております。

  この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入」の1,820千円は、「その他」1,820千円と

して組替えております。

 

 (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税効果

会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分
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に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更

しております。

 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」10,054千円は、

「投資その他の資産」の「繰延税金資産」87,032千円に含めて表示しており、「流動負債」の「その他(繰延

税金負債)」1,463千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」32,353千円に含めて表示しております。

 また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に

係る会計基準」注解(注８)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注９)に記載された内容を追加して

おります。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項

に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。

 

（連結貸借対照表関係）

    該当事項はありません。

 

（連結損益計算書関係）

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前連結会計年度 

（自 2017年４月１日 
   至 2018年３月31日） 

 当連結会計年度 
（自 2018年４月１日 

   至 2019年３月31日） 

給与手当 1,042,065千円 1,153,751千円 

販売促進費 509,015 479,690 

地代家賃 418,989 467,048 

賞与引当金繰入額 － 27,268 

役員退職慰労引当金繰入額 2,700 2,700 

貸倒引当金繰入額 4,497 △174,774 

工事負担金繰入額 － 135,000 

 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度

（自 2017年４月１日
 至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
 至 2019年３月31日）

工具、器具及び備品 －千円 946千円

         計 － 946

 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度

（自 2017年４月１日
 至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
 至 2019年３月31日）

建物及び構築物 5,041千円 10,575千円

工具、器具及び備品 178 2,671

         計 5,219 13,246
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※４ 減損損失 

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

 当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失額

神奈川県川崎市 店舗施設 建物及び構築物 工具、器具及び備品 6,607千円

千葉県佐倉市 店舗施設 建物及び構築物 工具、器具及び備品 7,096千円

 資産のグルーピングは、原則としてセグメント単位としており、モバイル事業については、主として

店舗単位として行っており、環境商材事業については主として、個別案件単位として行っております。

また、遊休資産等については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

 店舗施設資産である建物及び構築物、工具、器具及び備品については、撤退を決定したため、帳簿価

額を回収可能価額まで減額しております。

 減損損失の内訳は、建物及び構築物6,975千円、工具、器具及び備品2,665千円、その他4,063千円であ

ります。

 なお、回収可能額の算定は、使用価値を零として算定しております。

 

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

 当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失額

東京都世田谷区 店舗施設 建物及び構築物 他 15,587千円

東京都杉並区 店舗施設 建物及び構築物 工具、器具及び備品 7,264千円

東京都港区 店舗施設 建物及び構築物 工具、器具及び備品 5,380千円 

東京都荒川区 店舗施設 建物及び構築物 2,442千円

東京都町田市 店舗施設 建物及び構築物 工具、器具及び備品 4,673千円

千葉県船橋市 店舗施設 建物及び構築物 工具、器具及び備品 6,260千円 

千葉県柏市 店舗施設 建物及び構築物 工具、器具及び備品 8,138千円 

埼玉県川越市 店舗施設 建物及び構築物 工具、器具及び備品 7,766千円

群馬県前橋市 店舗施設 建物及び構築物 工具、器具及び備品 14,964千円

群馬県太田市 店舗施設 建物及び構築物 他 10,619千円

愛知県名古屋市 店舗施設 建物及び構築物 工具、器具及び備品 7,595千円

 資産のグルーピングは、原則としてセグメント単位としており、モバイル事業については、主として

店舗単位として行っており、環境商材事業については主として、個別案件単位として行っております。

また、遊休資産等については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

 店舗施設資産である建物及び構築物、工具、器具及び備品については、収益性の低下を認識、及び撤

退を決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

 減損損失の内訳は、建物及び構築物80,881千円、工具、器具及び備品8,917千円、その他895千円であ

ります。

 なお、回収可能額の算定は、使用価値を零として算定しております。

 

（連結包括利益計算書関係）

該当事項はありません。 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式        

普通株式 3,481,200 － － 3,481,200

合計 3,481,200 － － 3,481,200

自己株式        

普通株式 654,883 － － 654,883

合計 654,883 － － 654,883

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計 

年度増加 

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

(親会社)

2017年ストック・

オプション
― ― ― ― ― 3,868

 合計 ― ― ― ― ― 3,868

（注）2017年ストック・オプションの当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2017年６月29日

定時株主総会
普通株式 42,394 15 2017年３月31日 2017年６月30日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり 
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2018年６月28日

定時株主総会
普通株式 42,394  利益剰余金 15 2018年３月31日 2018年６月29日
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当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式        

普通株式 3,481,200 － － 3,481,200

合計 3,481,200 － － 3,481,200

自己株式        

普通株式（注） 654,883 － － 654,883

合計 654,883 － － 654,883

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計 

年度増加 

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

(親会社)

2017年ストック・

オプション
― ― ― ― ― 9,672

 合計 ― ― ― ― ― 9,672

（注）2017年ストック・オプションの当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2018年６月28日

定時株主総会
普通株式 42,394 15 2018年３月31日 2018年６月29日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり 
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年６月24日

定時株主総会
普通株式 42,394  利益剰余金 15 2019年３月31日 2019年６月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

現金及び預金勘定 1,717,091千円 2,123,918千円

現金及び現金同等物 1,717,091  2,123,918 

 

 

※２ 事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳 

    当連結会計年度に株式会社キャリーウォーターより事業の譲受けを行ったことによるものであり、下

記以外に増加した資産及び負債はありません。

 

顧客関連資産 80,000千円

事業譲受に係る未払金の支出 26,656 

事業譲受による支出 106,656  

 

（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引(貸主側) 

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

２．オペレーティング・リース取引(貸主側)

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（2018年３月31日）
当連結会計年度

（2019年３月31日）

１年内 95,701 137,891

１年超 51,919 132,160

合計 147,620 270,051
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針

  当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。短期

的な運転資金は銀行借入により調達しております。また、デリバティブは、借入金の金利変動リスクを

回避するために利用し、投機的な取引は行いません。 

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク

  営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

  営業債務である買掛金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。 

  借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で連結決算日後５年

であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。 

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

 ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

   当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、管理部が主要な取引先の状況を定期的に

モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸

念の早期把握や軽減を図っております。 

 ② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

   当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するととも

に、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 

 ③ デリバティブ取引については、当社及び連結子会社は担当部門が稟議申請を行い、決裁担当者の承認

を得て行っております。 

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項

 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

前連結会計年度（2018年３月31日） 

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 1,717,091 1,717,091 －

(2）売掛金 1,360,446 1,360,446 －

(3）未収入金 500,644 500,644 －

(4）短期貸付金 558,501 558,501 －

(5）投資有価証券 40,000 40,552 552

(6）長期貸付金 309,204 309,204 －

資産計 4,485,888 4,486,440 552

(1）買掛金 1,227,271 1,227,271 －

(2）短期借入金 950,000 950,000 －

(3）１年内返済予定の長期借入金 528,612 529,358 746

(4）未払金 369,757 369,757 －

(5）未払法人税等 57,976 57,976 －

(6）長期借入金 1,387,892 1,400,310 12,418

負債計 4,521,509 4,534,673 13,164

 

当連結会計年度（2019年３月31日） 

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 2,123,918 2,123,918 －

(2）売掛金 1,334,416 1,334,416 －

(3）未収入金 554,760 554,760 －

(4）短期貸付金 636,724 636,724 －

(5）投資有価証券 40,000 40,408 408

(6）長期貸付金 193,608 194,498 889

資産計 4,883,429 4,884,727 1,297

(1）買掛金 1,210,444 1,210,444 －

(2）短期借入金 1,050,000 1,050,000 －

(3）１年内返済予定の長期借入金 631,210 631,789 579

(4）未払金 327,251 327,251 －

(5）未払法人税等 165,861 165,861 －

(6）長期借入金 1,270,216 1,278,465 8,249

負債計 4,654,982 4,663,811 8,828
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産 

(1）現金及び預金、(2）売掛金、(3)未収入金、(4）短期貸付金

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(5）投資有価証券 

 取引金融機関等から提示された価格によっております。

(6）長期貸付金 

 これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて

算定する方法によっております。

負 債 

(1）買掛金、(2)短期借入金、(4)未払金、(5）未払法人税等

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(3）１年内返済予定の長期借入金、(6）長期借入金

 これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて

算定する方法によっております。

 変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体とし

て処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引

いて算定する方法によっております。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
 

区分
前連結会計年度

（2018年３月31日）
当連結会計年度

（2019年３月31日）

非上場株式 3,758 3,758

差入保証金 792,396 805,396

 これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要する

と見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「２ 金融

商品の時価等に関する事項」の資産には含めておりません。

 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2018年３月31日） 

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

現金及び預金 1,717,091 － －

売掛金 1,360,446 － －

未収入金 500,644 － －

短期貸付金 558,501 － －

投資有価証券      

 満期保有目的の債券      

 (１)社債 － － 40,000

長期貸付金 － 294,204 15,000

合計 4,136,683 294,204 55,000
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当連結会計年度（2019年３月31日） 

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

現金及び預金 2,123,918 － －

売掛金 1,334,416 － －

未収入金 554,760 － －

短期貸付金 636,724 － －

投資有価証券      

 満期保有目的の債券      

 (１)社債 － － 40,000

長期貸付金 － 184,608 9,000

合計 4,649,820 184,608 49,000

 

４．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

  前連結会計年度（2018年３月31日） 

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 950,000 － － － － －

長期借入金 528,612 478,362 369,230 303,692 187,292 49,316

合計 1,478,612 478,362 369,230 303,692 187,292 49,316

 

  当連結会計年度（2019年３月31日） 

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 1,050,000 － － － － －

長期借入金 631,210 512,078 424,380 267,192 66,566 －

合計 1,681,210 512,078 424,380 267,192 66,566 －
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（有価証券関係）

     満期保有目的の債券

前連結会計年度（2018年３月31日） 

  種類
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

社債 40,000 40,552 552

小計 40,000 40,552 552

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

社債 － － －

小計 － － －

合計 40,000 40,552 552

 

当連結会計年度（2019年３月31日） 

  種類
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

社債 40,000 40,408 408

小計 40,000 40,408 408

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

社債 － － －

小計 － － －

合計 40,000 40,408 408

 

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等 
（千円）

契約額等の
うち1年超 
（千円）

時価 
（千円）

金利スワップの特例
処理

金利スワップ取引
 変動受取・固定支払

長期借入金 507,778 357,886 （注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等 
（千円）

契約額等の
うち1年超 
（千円）

時価 
（千円）

金利スワップの特例
処理

金利スワップ取引
 変動受取・固定支払

長期借入金 357,886 207,994 （注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：千円）

 
前連結会計年度

 （自 2017年４月１日
   至 2018年３月31日）

当連結会計年度
 （自 2018年４月１日
   至 2019年３月31日）

販売費及び一般管理費 3,868 5,803

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

  2017年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役３名 

株式の種類別のストック・オプシ

ョンの数（注）
普通株式   30,000株 

付与日 2017年８月１日 

権利確定条件

付与日（2017年８月１日）以降、権利確

定日（2019年８月６日）まで継続して勤

務していること。 

対象勤務期間
2017年８月１日 

～2019年８月６日 

権利行使期間
2019年８月７日 
～2022年５月31日 

（注）株式数に換算して記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

 当連結会計年度（2019年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数 

  2017年ストック・オプション

権利確定前      （株）  

前連結会計年度末 30,000 

付与 － 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 30,000 

権利確定後      （株）  

前連結会計年度末 － 

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 － 

未行使残 － 

 

② 単価情報 

  2017年ストック・オプション

権利行使価格      （円） 1,607

行使時平均株価     （円） － 

付与日における公正な評価単価（円） 390 
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３．ストック・オプションの権利確定数の見積り方法 

 基本的には将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2018年３月31日）
 

当連結会計年度
（2019年３月31日）

繰延税金資産      

貸倒引当金損金算入限度超過額 138,288千円   73,177千円 

貸倒損失否認 619   249

未払事業税否認 5,577   14,548

未払事業所税否認 530   533

売上値引否認 5,158   18,504

賞与引当金繰入超過額 －   9,115

工事負担金繰入超過額 －   46,696 

投資有価証券評価損否認 7,168   7,168

一括償却資産損金算入限度超過額 5,934   4,631 

減価償却損金算入限度超過額 11,378   13,346 

資産除去債務 11,083   16,269 

減損損失 12,822   28,231 

役員退職慰労引当金 19,497   20,323 

税務上の繰越欠損金（注)２ 53,873   96,556 

その他 15,239   23,069

繰延税金資産小計 287,171   372,421

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注)２ －   △94,660

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 －   △186,394

評価性引当額小計（注)１ △198,988   △281,054

繰延税金資産合計 88,183   91,367

繰延税金負債      

資産除去債務相当資産 △4,810   △4,443

特別償却準備金 △27,229   △20,027

繰延税金負債合計 △32,040   △24,471

繰延税金資産の純額 56,142   66,895

 
       （注)１ 評価性引当金が、82,065千円増加しております。当該増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に

係る評価性引当金が、40,786千円増加したことに伴うものであります。

  （注)２ 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

 

当連結会計年度（2019年３月31日）  

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越欠

損金(※1)
－ － － － － 96,556 96,556

評価性引当額 － － － － － △94,660 △94,660

繰延税金資産 － － － － － 1,896 (※2)1,896

(※1)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

   (※2)  翌連結会計年度において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判断

しております。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 
前連結会計年度

（2018年３月31日）
 

当連結会計年度
（2019年３月31日）

法定実効税率        30.6％          30.6％

（調整）      

交際費等永久に損金に算入されない項目        1.4          1.0

均等割等        4.5          2.6

税率差異        5.9          6.1

評価性引当額        34.0          21.7

その他        0.3         △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率        76.7          60.6
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ 当該資産除去債務の概要

 当社グループは本社オフィスや店舗及び発電施設敷地等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における

原状回復に係る債務を資産除去債務として計上しております。

 

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

 使用見込期間を取得から15～25年と見積り、割引率は0.640％～1.854％を使用して資産除去債務の金額

を計算しております。

 

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

期首残高 34,509千円 38,316千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 3,325 － 

時の経過による調整額 481 522

見積りの変更による増加額 － 23,727

期末残高 38,316 62,566

 

ニ 資産除去債務の見積りの変更

  不動産賃貸契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、退店等の新たな情報の

入手に伴い店舗退店時に必要とされる原状回復費用に関して、見積りの変更を行いました。見積りの変更

による増加額を変更前の資産除去債務残高に23,727千円を加算しております。

  なお、当該見積りの変更により、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益の

影響額は軽微であります。 

 

（賃貸等不動産関係）

 当社の一部の連結子会社では、京都府及びその他の地域において、賃貸用の土地を有しております。前連結

会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は17,066千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売

上原価に計上）であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は17,066千円（賃貸

収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

 また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

   
前連結会計年度

（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

連結貸借対照表計上額    

 

期首残高 149,512千円 153,126千円

期中増減額 3,614 －

期末残高 153,126 153,126

期末時価 178,846 178,846

（注）  当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額でありま 

     す。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映し

     ていると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整し

     た金額によっております。また、その変動が軽微である時には、取得時の価額または直近の原則的

     な時価算定による価額をもって当期末の時価としております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。

 当社グループは事業部を基礎とした商材・サービス別のセグメントから構成されており、「モバイル事

業」、「オフィスサプライ事業」、「環境商材事業」の３つを報告セグメントとしております。「モバイ

ル事業」は移動体通信端末の販売及び通信サービスの契約申込の取次ぎ、スマートフォンアクセサリーの

販売をしております。「オフィスサプライ事業」は最終顧客への事務用品等の通信販売の取次ぎをしてお

ります。「環境商材事業」は家庭用水宅配の契約申込の取次ぎ、発電施設の開発・運営・管理、ＬＥＤ照

明機器の販売・レンタルをしております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、営業損益ベースの数値であります。

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

          （単位：千円） 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１ 
（注）３ 

連結財務諸表 
計上額 

（注）２  
モバイル 

事業 

オフィス 
サプライ 

事業 

環境商材 
事業 

計 

売上高            

外部顧客への 

売上高 
14,250,063 6,343,492 641,558 21,235,113 － 21,235,113 

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

  15,434 786 16,221 (16,221) － 

計 14,250,063 6,358,926 642,344 21,251,334 (16,221) 21,235,113 

セグメント利益 

又は損失（△） 
△69,088 225,457 32,789 189,159   189,159 

セグメント資産 3,726,229 1,967,596 2,846,782 8,540,608 235,317 8,775,926 

その他の項目            

減価償却費 43,664 14,201 244,703 302,569 － 302,569 

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額 

191,954 4,305 413,292 609,552 － 609,552 

 （注） １ セグメント売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。

２ セグメント利益又は損失（△）の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

３ セグメント資産の調整額235,317千円には、セグメント間取引消去△3,291千円、各セグメントに帰属しない

全社資産238,609千円が含まれております。
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当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

          （単位：千円） 

  報告セグメント 
調整額 

（注）１ 
（注）３ 

連結財務諸表 
計上額 

（注）２  
モバイル 

事業 

オフィス 
サプライ 

事業 

環境商材 
事業 計 

売上高            

外部顧客への 

売上高 
14,949,775 6,141,378 698,883 21,790,037 － 21,790,037 

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

293 11,876 3,913 16,084 (16,084) － 

計 14,950,069 6,153,255 702,796 21,806,121 (16,084) 21,790,037 

セグメント利益 

又は損失（△） 
181,444 245,057 △85,623 340,878 － 340,878 

セグメント資産 3,741,494 1,836,216 2,998,572 8,576,283 757,031 9,333,315 

その他の項目            

減価償却費 48,226 7,378 353,088 408,693 － 408,693 

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額 

104,090 479 364,159 468,728 － 468,728 

 （注） １ セグメント売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。

２ セグメント利益又は損失（△）の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

３ セグメント資産の調整額757,031千円には、セグメント間取引消去△21,037千円、各セグメントに帰属しな

い全社資産778,069千円が含まれております。

 

【関連情報】 

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報

  報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

   本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

  す。

 

(2）有形固定資産

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 関連するセグメント名 

 ＫＤＤＩ株式会社 3,199,741  モバイル事業 

 

 

- 70 -



当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報

  報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

   本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

  す。

 

(2）有形固定資産

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 関連するセグメント名 

 ＫＤＤＩ株式会社 3,220,095  モバイル事業 

 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

          （単位：千円） 

  モバイル事業 
オフィスサプライ 

事業 
環境商材事業 全社・消去 合計 

減損損失 13,704 － － － 13,704 

 

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

          （単位：千円） 

  モバイル事業 
オフィスサプライ 

事業 環境商材事業 全社・消去 合計 

減損損失 90,694 － － － 90,694 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

 該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

  該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

 該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

 該当事項はありません。

 

 

（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

 
１株当たり純資産額

 

 
1,315.34円

 

 
1,353.11円

  
１株当たり当期純利益

 

 
16.47円

 

 
52.77円

 
 （注） １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

 親会社株主に帰属する当期純利益

 （千円）
46,558 149,143

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式に係る親会社株主に帰属する

 当期純利益（千円）
46,558 149,143

 普通株式の期中平均株式数（株） 2,826,317 2,826,317

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 2005年６月29日の定時株主総会

決議による新株予約権は、2017年

７月31日をもって権利行使期間満

了により失効しております。

 

 2017年７月31日の取締役会決議

による新株予約権方式のストッ

ク・オプション 

（株式の数  30,000株）

 2017年７月31日の取締役会決議

による新株予約権方式のストッ

ク・オプション 

（株式の数  30,000株）

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

 該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 950,000 1,050,000 0.4 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 528,612 631,210 0.8 ―

長期借入金(１年以内に返済予定のも

のを除く)
1,387,892 1,270,216 0.8

2020年４月～

2024年１月

合計 2,866,504 2,951,426 ― ―

 （注）１ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

長期借入金 512,078 424,380 267,192 66,566

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（千円） 5,196,882 10,181,697 15,907,650 21,790,037

税金等調整前四半期（当期）

純利益（千円）
76,067 198,513 291,736 378,934

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益（千円）
35,133 107,190 149,661 149,143

１株当たり四半期（当期）純

利益（円）
12.43 37.93 52.95 52.77

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失(△)

（円）

12.43 25.50 15.03 △0.18
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

    (単位：千円) 

  前事業年度 
(2018年３月31日) 

当事業年度 
(2019年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 566,175 1,006,107 

売掛金 ※１ 1,474,897 ※１ 1,190,734 

リース債権及びリース投資資産 － 43,706 

商品 173,905 220,555 

貯蔵品 243 207 

前渡金 － 14,972 

前払費用 31,305 21,101 

短期貸付金 ※１,※３ 1,855,000 ※１,※３ 1,650,000 

立替金 ※１ 157,813 ※１ 143,042 

未収入金 ※１ 41,777 ※１ 38,226 

未収還付法人税等 197 81,875 

未収還付消費税 3,126 1,869 

その他 4,569 1,021 

貸倒引当金 △7,131 － 

流動資産合計 4,301,878 4,413,421 

固定資産    

有形固定資産    

建物 6,073 4,840 

車両運搬具 2,046 1,228 

工具、器具及び備品 282,989 392,577 

有形固定資産合計 291,109 398,645 

無形固定資産    

ソフトウエア － 9,678 

その他 1,250 1,250 

無形固定資産合計 1,250 10,929 

投資その他の資産    

投資有価証券 43,758 43,758 

関係会社株式 1,160,829 1,160,829 

差入保証金 90,249 90,249 

破産更生債権等 54,612 54,585 

その他 5,365 2,594 

貸倒引当金 △54,612 △54,585 

投資その他の資産合計 1,300,201 1,297,430 

固定資産合計 1,592,561 1,707,005 

資産合計 5,894,440 6,120,427 
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    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2018年３月31日) 
当事業年度 

(2019年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 994,755 928,840 

短期借入金 ※１ 1,150,000 ※１ 1,250,000 

1年内返済予定の長期借入金 478,716 581,314 

未払金 ※１ 315,952 ※１ 297,801 

未払費用 68,675 65,043 

未払法人税等 7,085 6,175 

賞与引当金 － 7,985 

その他 68,181 79,803 

流動負債合計 3,083,367 3,216,963 

固定負債    

長期借入金 1,146,688 1,078,908 

預り保証金 30,500 30,500 

役員退職慰労引当金 63,674 66,374 

その他 16,164 16,416 

固定負債合計 1,257,026 1,192,199 

負債合計 4,340,393 4,409,162 

純資産の部    

株主資本    

資本金 728,734 728,734 

資本剰余金    

資本準備金 688,336 688,336 

資本剰余金合計 688,336 688,336 

利益剰余金    

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 1,018,246 1,169,660 

利益剰余金合計 1,018,246 1,169,660 

自己株式 △885,139 △885,139 

株主資本合計 1,550,177 1,701,592 

新株予約権 3,868 9,672 

純資産合計 1,554,046 1,711,264 

負債純資産合計 5,894,440 6,120,427 
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②【損益計算書】

    (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 2017年４月１日 
 至 2018年３月31日) 

当事業年度 
(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

売上高 ※１ 6,177,144 ※１ 6,051,428 

売上原価 5,201,847 5,135,564 

売上総利益 975,297 915,864 

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 1,057,970 ※１,※２ 1,116,425 

営業損失（△） △82,672 △200,561 

営業外収益    

受取利息 ※１ 12,909 ※１ 13,018 

受取配当金 － ※１ 399,999 

その他 7,069 3,490 

営業外収益合計 19,979 416,508 

営業外費用    

支払利息 ※１ 16,423 ※１ 18,975 

その他 64 1,129 

営業外費用合計 16,487 20,105 

経常利益又は経常損失（△） △79,180 195,842 

特別利益    

固定資産売却益 － 946 

特別利益合計 － 946 

特別損失    

固定資産除却損 － 740 

投資有価証券評価損 16,241 － 

会員権評価損 3,780 － 

その他 0 － 

特別損失合計 20,021 740 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △99,202 196,048 

法人税、住民税及び事業税 2,290 2,239 

当期純利益又は当期純損失（△） △101,492 193,809 
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

            (単位：千円) 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計  

資本準備金 
資本剰余金合
計 

その他利益剰
余金 

利益剰余金合
計 

 
繰越利益剰余
金 

当期首残高 728,734 688,336 688,336 1,162,133 1,162,133 △885,139 1,694,065 

当期変動額              

剰余金の配当       △42,394 △42,394   △42,394 

当期純損失(△)       △101,492 △101,492   △101,492 

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）              

当期変動額合計 － － － △143,887 △143,887 － △143,887 

当期末残高 728,734 688,336 688,336 1,018,246 1,018,246 △885,139 1,550,177 

 

     

  新株予約権 純資産合計 

当期首残高 － 1,694,065 

当期変動額    

剰余金の配当   △42,394 

当期純損失(△)   △101,492 

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額） 

3,868 3,868 

当期変動額合計 3,868 △140,018 

当期末残高 3,868 1,554,046 
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当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

            (単位：千円) 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計  

資本準備金 資本剰余金合
計 

その他利益剰
余金 

利益剰余金合
計 

 
繰越利益剰余
金 

当期首残高 728,734 688,336 688,336 1,018,246 1,018,246 △885,139 1,550,177 

当期変動額              

剰余金の配当       △42,394 △42,394   △42,394 

当期純利益       193,809 193,809   193,809 

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）              

当期変動額合計 － － － 151,414 151,414 － 151,414 

当期末残高 728,734 688,336 688,336 1,169,660 1,169,660 △885,139 1,701,592 

 

     

  新株予約権 純資産合計 

当期首残高 3,868 1,554,046 

当期変動額    

剰余金の配当   △42,394 

当期純利益   193,809 

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額） 

5,803 5,803 

当期変動額合計 5,803 157,217 

当期末残高 9,672 1,711,264 
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【注記事項】

（重要な会計方針）

 １．資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

  ① 満期保有目的の債券 

    償却原価法（定額法）を採用しております。

  ② 子会社株式

    移動平均法による原価法を採用しております。

  ③ その他有価証券

    時価のないもの

    移動平均による原価法を採用しております。

 

  (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

   商品

    移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

   貯蔵品

    最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

 

 ２．固定資産の減価償却の方法

 (1）有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法を採用しております。

  なお、耐用年数は、次のとおりであります。

  建物           ８～15年

  車両運搬具          ５年

  工具、器具及び備品    ２～10年

         (2）無形固定資産(リース資産を除く)

   定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用し

ております。

      (3）リース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

 ３．引当金の計上基準 

 (1）貸倒引当金

   売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 (2）賞与引当金

   従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

 (3）役員退職慰労引当金

   役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

 

 ４．重要な収益及び費用の計上基準 

   ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準は、リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する

方法によっております 

 

 ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 (1）ヘッジ会計の処理

① ヘッジ会計の方法

 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしていることから特例処理を採用しておりま

す。
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② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

 ヘッジ対象・・・借入金利息

③ ヘッジ方針

 金利スワップ取引については、借入金に係る金利変動リスクを軽減する目的で行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップ取引については、想定元本、利息の受払条件および契約期間がヘッジ対象となる借入

金とほぼ同一であることから、有効性の判定は省略しております。

(2）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 
 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。 

 

（表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税効果会

計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示

し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

 また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第４項に定める「税効果会計に係る会計基準」

注解(注８)(1)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容の

うち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載し

ておりません。 

 

 

（貸借対照表関係）

※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2018年３月31日）
当事業年度

（2019年３月31日）

短期金銭債権 2,822,446千円 2,569,690千円

短期金銭債務 511,945 517,609

 

 ２ 保証債務

   以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

 
前事業年度

（2018年３月31日）
当事業年度

（2019年３月31日）

アルファインターナショナル㈱ 291,100千円 341,204千円

㈱アルファライズ 100,000 100,000

 

※３ 貸出極度額の総額及び貸出残高 

 当社は、効率的な資金調達及び運用を行うため、子会社との間で極度貸付契約を締結しております。当該契約に基

づく貸出極度額の総額及び未実行残高は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2018年３月31日）
当事業年度

（2019年３月31日）

貸出極度額の総額 3,200,000千円 4,600,000千円

貸出実行残高 2,250,000 1,650,000

      差引額 950,000 2,950,000
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（損益計算書関係）

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 

 
前事業年度

（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

営業取引による取引高 

 売上高

 

4,475,538千円

 

4,380,515千円

 売上高、仕入高以外の営業取引高 

営業取引以外の取引による取引高 

457,500 

16,121

456,262 

415,956

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度48％、当事業年度48％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は前事業年度52％、当事業年度52％であります。

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
 前事業年度 

（自 2017年４月１日 
  至 2018年３月31日） 

 当事業年度 
（自 2018年４月１日 

  至 2019年３月31日） 

給与手当 197,462千円 207,118千円 

役員報酬 99,926 98,900 

減価償却費 8,888 7,231 

賞与引当金繰入額 － 7,985 

役員退職慰労引当金繰入額 2,700 2,700 

貸倒引当金繰入額 － △27 

業務委託料 453,699 454,174 

 

（有価証券関係）

 子会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 1,160,829千円、前事業年度の貸借対照表計上額1,160,829千

円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

 

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2018年３月31日）
 

当事業年度
（2019年３月31日）

繰延税金資産      

未払事業所税否認 149千円  147千円

未払事業税否認 1,468   1,189

賞与引当金繰入超過額 －   2,445 

貸倒引当金損金算入限度超過額 18,906   16,713

減価償却超過額 678   605

資産除去債務 4,949   5,026

株式報酬費用否認 1,184   2,961

関係会社株式評価損否認 6,060   6,060

投資有価証券評価損否認 4,973   4,973 

長期リース債務 205   －

役員退職慰労引当金否認 19,497   20,323

税務上の繰越欠損金 20,945   79,112

その他 4,380   3,772

繰延税金資産小計 83,397   143,331

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 －   △79,112

将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 －   △64,218

評価性引当額小計 △83,397   △143,331

繰延税金資産合計 －   －

繰延税金資産の純額 －   －
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 

 
前事業年度

（2018年３月31日）
 

当事業年度
（2019年３月31日）

法定実効税率 税引前当期純損失が計   30.6％

（調整） 上されているため、    

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 記載を省略しており   △61.3

住民税均等割 ます。   1.2

評価性引当額     30.6

その他     0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率     1.1
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産
建物 6,073 － － 1,232 4,840 29,298

 
車両運搬具 2,046 － － 818 1,228 4,508

 
工具、器具

及び備品
282,989 274,352 1,384 163,379 392,577 233,565

  計 291,109 274,352 1,384 165,431 398,645 267,372

無形固定資産 ソフトウェア － 10,629 － 950 9,678 －

  その他 1,250 － － － 1,250 －

  計 1,250 10,629 － 950 10,929 －

（注）工具、器具及び備品の主な増加は、ＬＥＤ照明機器の取得によるものであります。

 

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 61,744 － 7,159 54,585

賞与引当金 － 7,985 － 7,985

役員退職慰労引当金 63,674 2,700 － 66,374

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所 ―

株主名簿管理人 ―

取次所 ―

買取手数料 ―

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をす

ることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ

http://www.alpha-grp.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが

できません。 

(１) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(２) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(３) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

 当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第21期）（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）2018年６月28日関東財務局長に提出

(2)内部統制報告書及びその他添付書類

  2018年６月28日関東財務局長に提出

(3)四半期報告書及び確認書

（第22期第１四半期）（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）2018年８月14日関東財務局長に提出

（第22期第２四半期）（自 2018年７月１日 至 2018年９月30日）2018年11月14日関東財務局長に提出

（第22期第３四半期）（自 2018年10月１日 至 2018年12月31日）2019年２月14日関東財務局長に提出

(4)臨時報告書

2018年６月29日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

 

 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

 

    2019年６月24日

アルファグループ株式会社    

 

  取 締 役 会  御中    

 

  清陽監査法人  

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
  公認会計士 斉藤  孝  印 

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
  公認会計士 石井 和人  印 

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
  公認会計士 尾関 高徳  印 

 

＜財務諸表監査＞ 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるアルファグループ株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アル

ファグループ株式会社及び連結子会社の2019年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

その他の事項

 会社の2018年３月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任

監査人は、当該連結財務諸表に対して2018年６月28日付けで無限定適正意見を表明している。
 



＜内部統制監査＞ 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、アルファグループ株式会社の

2019年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、アルファグループ株式会社が2019年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上
 
※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 



 

独立監査人の監査報告書 

 

    2019年６月24日

アルファグループ株式会社    

 

  取 締 役 会  御中    

 

  清陽監査法人  

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
  公認会計士 斉藤  孝  印 

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
  公認会計士 石井 和人  印 

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
  公認会計士 尾関 高徳  印 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるアルファグループ株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アルファ

グループ株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
 

その他の事項

 会社の2018年３月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人 
は、当該財務諸表に対して2018年６月28日付けで無限定適正意見を表明している。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以 上

 
※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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